
 

 

  



 

 

  



 

 

 

ごあいさつ 

 

大多喜町では、平成 28 年度から令和 7年度までの 10

年間を計画期間とする「大多喜町第 3 次総合計画」に

基づき、「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさ

と 大多喜」を将来像として、将来にわたって持続可能

なまちづくりを進めてきました。 

その間、人口減少・少子高齢化、地震や集中豪雨、台

風等の自然災害への不安の高まり、新型コロナウイル

ス感染症対策による新しい生活様式の実践やデジタル

化の加速等、社会経済情勢は変化しており、町民ニーズ

や行政に求められる役割も大きく変化しています。 

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可

能なまちづくりを進めていくため、今後 10 年間の町政運営やまちづくりの基本的

かつ総合的な指針となる「大多喜町第 4次総合計画」を策定いたしました。 

この計画では、本町が進めてきたまちづくりを引き継ぎ、「誰もが住みやすいま

ち」「地域の誇りを持ってつながりがあるまち」「みんなが心も体も元気で健康なま

ち」の 3 つを目指すことを基本理念として掲げています。将来像である「みんなで

つくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」の実現に向けた施策を推進し、誰も

が「住み続けたい・住んでよかった」そして、「住んでみたい」と思える持続可能

な大多喜町の実現を目指します。 

町民の皆様と力を合わせ、将来にわたって持続可能なまちづくりに全力で取り組

んでまいります。引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提案をお寄せいただきました

町民の皆様を始め、ご審議にご尽力いただきました大多喜町総合開発審議会委員及

び町議会議員の皆様並びに関係各位のご協力に、心から感謝申し上げます。 

 

 

令和 8 年 3月 

大多喜町長 平林 昇 
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私たちは、豊かな自然と歴史に恵まれた大多喜町の発展と人々の幸せに願いを込

めて、町民憲章を定めます。（平成23年3月8日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五か町村の和（輪）が大きな広がりを持ち、五足の星が大きな輝きになるという 

願いを込めた表現がされています。（昭和33年1月15日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 自然を守り、郷土を愛し、笑顔あふれるまちをつくります。 

1 健康で楽しく働き、安心安全で活力あふれるまちをつくります。 

1 伝統を尊び、教養を高め、文化の香り高いまちをつくります。 

1 ふれあいと思いやりを大切にし、温かいまちをつくります。 

1 いつも平和を願い、夢と希望のあるまちをつくります。 

【 町 民 憲 章 】 

【 町 章 】 
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Ⅰ  計画策定の趣旨 
 

 

大多喜町では、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とする「大多喜町第3次総合計

画」に基づき、「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」を将来像としてまちづくりを進

めてきました。 

その間、人口減少・少子高齢化、地震や集中豪雨、台風等の自然災害への不安の高まり、新型コロナ

ウイルス感染症対策による新しい生活様式の実践やデジタル化の加速等、社会経済情勢は変化して

おり、町民ニーズや行政に求められる役割も大きく変化しています。 

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを進

めていくことが、行政には求められています。 

そこで、令和7年度をもって終了する第3次総合計画に代わり、令和8年度から令和17年度までの10

年間のまちづくりの指針として、「大多喜町第4次総合計画」を策定します。 
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Ⅱ  計画の構成と期間 
 

 

1 計画の構成 

総合計画は、本町におけるまちづくりの最上位の計画であり、まちづくりに関する施策はすべてこの総

合計画に基づき行われます。 

第4次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の構成とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画の期間 

第4次総合計画の期間は10年間とし、「基本構想」は令和8（2026）年度から令和17（2035）年度まで

の10年間、「基本計画」は基本構想の前期5か年、後期5か年をそれぞれ前期基本計画期間、後期基

本計画期間とします。また、基本計画に基づく実施計画期間を3年間とします。 
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Ⅲ  町の現状 
 

 

1 地勢 

本町は、千葉県房総半島のほぼ中央に位置し、東西約12km、南北約19km、総面積129.87㎢と千

葉県の町村で最も広大な面積を有し、森林が総面積の約7割を占めています。 

水と緑に囲まれた豊かな自然が織りなす四季折々の景観と大多喜城のもとに栄えた城下町として

の歩みを色濃く残す歴史ある町です。 

東京から60km圏、千葉市から47kmの距離にあり、富津市から君津市、養老渓谷を経ていすみ市に

至る国道465号と市原市から本町を経て勝浦市に至る国道297号が町の中心部で交差しているほか、

いすみ鉄道や小湊鉄道が走っています。また、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）などの道路網により、

神奈川県・東京都からの交通アクセスも整備されています。さらに、令和8年度には、圏央道の大栄ＪＣ

Ｔ～松尾横芝ＩＣ区間が開通予定となっており、成田空港へのアクセスも向上されます。 
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2 沿革 

本町の歴史は古く、町内には旧石器時代や縄文時代の遺跡をはじめ、多数の文化財があり、天正18

年（1590年）徳川家康の関東入国を契機に徳川四天王の一人、本多忠勝が近世大多喜城を築城し、

以後300年にわたり上総文化の中心地となりましたが、明治4年に大多喜藩は廃藩となり、後に大多喜

県、木更津県、千葉県へと行政圏が移行していきました。明治22年大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村

及び老川村が生まれ、昭和29年10月5日これら5か町村が町村合併促進法によって合併し、現在の大

多喜町が誕生しました。 

 

◆主な出来事 

昭和 29 年 大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村、老川村が合併し、新生大多喜町誕生 

昭和 34 年 役場新庁舎（現中庁舎）竣工 

昭和 45 年 集中豪雨災害（激甚災害指定） 

昭和 50 年 県立総南博物館（大多喜城）開館、第 1 回お城まつり 

昭和 53 年 メキシコ・クエルナバカ市と姉妹都市締結 

昭和 56 年 大多喜バイパス開通（横山～三又間） 

昭和 63 年 いすみ鉄道第 3 セクターで開業 

平成 2 年 広域常備消防業務開始 

平成 12 年 「たけゆらの里おおたき」道の駅認定 

平成 23 年 町民憲章が定まる 

平成 23 年 役場新庁舎（現本庁舎）竣工 

平成 25 年 圏央道（首都圏中央連絡自動車道）市原鶴舞インターチェンジ供用開始 

平成 25 年 役場中庁舎がユネスコ・バンコクのアジア太平洋文化遺産保全賞を受賞 

平成 25 年 老川小学校（閉校）と西畑小学校が統合し、西小学校となる 

平成 27 年 総元小学校（閉校）と上瀑小学校（閉校）が大多喜小学校に統合 

平成 30 年 西中学校（閉校）が大多喜中学校に統合 

令和 2 年 養老渓谷観光センターリニューアルオープン「山の駅 養老渓谷 喜楽里」 

令和 4 年 大多喜お城の森公園（おたっきーパーク）開園 

令和 7 年 夷隅地域水道事業の統合広域化 
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3 ⼈口推移 

本町の人口は、減少傾向が続いており、令和2年の人口は8,885人となっています。 

人口構成比率をみると、若年層が減少し、高齢者層が増加しています。昭和55年に16.0％であった

65歳以上の人口比率は、令和2年には43.8％に達しており、高齢化が急速に進んでいます。 

 

【人口と世帯の推移】 

 
資料：国勢調査 

 

【3区分人口比率の推移】 

 
資料：国勢調査 
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4 特性 

本町における今後のまちづくりに活かすべき代表的な特性をまとめると次のとおりです。 

 

 

 

 

 

本町は、東京から60㎞圏、県都千葉市から47㎞の距離にあり、国道297号と465号が町

の中心部で交わり、全域に県道、町道が整備され、公共交通機関として町内をいすみ鉄

道や小湊鉄道が走るなど、高い交通拠点性を誇っています。 

圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が整備され、広域的交通の利便性が向上しており、

また、開通が予定される圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）により、羽田空港と成田空港

が1時間圏内と交通アクセスが更に向上します。今後も、人・モノ・情報等の交流、企業誘

致といった発展の可能性が高いまちです。 

 

 

 

 

 

 

 

本町は、比較的都心に近いにもかかわらず、森林が町の総面積の約7割を占める緑に

包まれたまちです。町内には夷隅川や養老川が流れ、水辺空間にも恵まれており、特に県

立自然公園に指定された養老渓谷は、景勝地として広く知られています。また、地盤が固

く、津波被害もなく地震に強い地域となっています。 

大多喜町住民意識調査では「自然が豊かで環境が良い」点が住み続けたい理由とし

て上位にあげられており、豊かな自然は住民の郷土愛を育んでいます。 

このようなことから、自然の失われた都市部において本町の自然は、観光客や移住者

を呼び寄せる地域資源となっており、まちににぎわいをもたらしています。 

 

  

豊かな自然に抱かれたまち 

1 広域交通網の整備による発展が期待されるまち 

2 
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本町は、旧石器時代からの歴史があります。また、大多喜城を有し、城下町としての長い

歴史や文化に育まれた「房総でも有数の城下町」です。大多喜町住民意識調査において

「お城まつり」や「大多喜城」は、町の誇りや大切にしたいものとして高く評価されているこ

とに加え、本町独自の貴重な歴史・文化資産を次代に継承するための様々な取組が町

民を中心に展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

本町には、県の夷隅合同庁舎や県立高校、私立中等教育学校、大学といった、周辺の

自治体にはない施設が立地しています。これらの施設や町内の商業施設、工場等には、

町外からも多くの従業者を受け入れており、本町は夷隅地域の中心地としての拠点性を

有しています。 

また、本町は、大多喜城に代表される歴史的な町並み、養老渓谷・温泉郷、道の駅たけ

ゆらの里おおたき、ゴルフ場といった様々な観光資源やレジャー施設、多様な宿泊施設を

有していることから、これらを目的に本町を訪れる人も少なくありません。 

 

 

【大多喜町及び周辺自治体の昼夜間人口比率（令和2年）】 

 
資料：国勢調査 

※昼夜間人口比率は、常住人口（夜間人口）100 人当たりの昼間人口の割合であり、100 を超え

ているときは人口の流入超過、100 を下回っているときは流出超過を示している。  
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本町では、大多喜町住民意識調査において、町への愛着を感じている割合が8割近く

あり、城下町としての長い歴史や豊かな自然環境の下、人情味と郷土愛にあふれた町民

性が息づいています。 

地域住民が幸せに暮らせる社会を実現するため、住民との協働による地域福祉活動、

ボランティア活動、環境保全活動、交流活動なども幅広く展開されています。 

 

 

【大多喜町に対する愛着度】 

 
資料：住民意識調査 

 

 

 

 

 

 

本町は、県内自治体の中では交通事故や犯罪、火災が少ない、安全・安心なまちです。

また、豊かな自然環境を兼ね備え、都市部では得られにくい恵まれた教育環境の中で、

安心してこどもを産み育てられるまちです。 

町内2か所の公立保育園は、令和6年度に自然環境保育認証制度の認証を受けるな

ど、様々な特色ある保育活動が行われています。また、待機児童もなく、延長保育、休日

保育などの保育サービスも充実しています。 

子育て支援として、ファミリーサポートセンター事業や中学生までの給食費無償化、高

校生までの医療費助成を実施しています。 

 

 

  

29.4 48.6 13.9

2.0

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても愛着を感じている どちらかというと愛着を感じている

あまり愛着を感じていない 愛着を感じていない

不明・無回答

人情味と郷土愛にあふれたまち 5 

安全・安心に子育てができるまち 6 
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Ⅳ  社会潮流からみた大多喜町の分野別課題 
 

 

1 ⼈口減少に伴う社会構造の変化 

日本の総人口は本格的な減少局面を迎えています。大きな要因は長期的な出生数の減少であり、

合計特殊出生率は令和3年から令和5年まで1.30から1.20で推移し、人口維持に必要な人口置換水

準2.07に遠く及びません。一方、日本の平均寿命は男女共に80歳を超えており、世界でも高い水準に

あり、高齢者の割合は急速に増加しています。人口減少、少子高齢化は、社会保障費の増加や労働人

口の減少による経済の縮小、地域活動等の担い手不足、地域コミュニティの衰退など、社会生活にお

ける様々な場面に影響を与えています。 

本町においても、人口減少が進む中、地域資源を活かした活力の創造と持続可能なまちづくりを計

画的に実現するために取組を進めてきました。今後も、合計特殊出生率の向上など、人口減少・少子

高齢化に伴う諸課題の解決を図るため、各種取組を進めていくことが求められます。 

 

 

 

2 社会の変革 

① 環境問題への取組 

地球規模で環境問題が深刻化する中、国においては、再生可能エ

ネルギーなどの新たなエネルギー政策の推進と、それに基づく新た

な温室効果ガスの削減目標、地域間の連携・循環、自然と人間の共

生を重視した新たな政策などが打ち出されています。 

また、脱炭素型のまちづくりなど、持続可能な社会を実現するため

の取組の重要性が一層高まっています。 

本町においても、環境は様々な分野と密接に関連していることか

ら、より快適で、安心して子育てや暮らしができる環境としていくことが

必要です。そのため、住民・事業者・行政が環境パートナーシップのも

とに協働し、自然と共生した環境負荷の少ない脱炭素型のまちづくり

を進めていくことが求められます。 
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② 持続可能な開発目標（SDGs） 

平成27年、持続可能な世界の実現に向けて、令和12年を期限とする「持続可能な開発目標

（SDGs、エスディージーズ）」が国連サミットで採択されました。日本でも国民・政府・自治体・企業・

地域等による主体的な取組が求められています。 

本町においても、SDGsの推進に向けて、現場で

の実践と学びを循環させる取組や、SDGsの理念に

賛同した企業や団体等と協力した取組によって、

様々な課題解決を進めてきました。今後においても

持続可能な地域社会の実現に向け、SDGsの理念

を踏まえた積極的な取組が必要となっています。 

 

 

 

 

3 暮らしの変化 

① 人生 100 年時代の到来 

健康寿命の延伸に伴い、地域や社会で意欲的に活躍する高齢者

が増えています。将来、「高齢者」の概念が見直されることも十分に考

えられます。 

本町においても、高齢者が住み慣れた地域で心身共に健康で自

立的な生活を保持しながら、生きがいを持って暮らせる環境づくりが

必要となっています。また、超高齢社会＊を迎えた中で、持続可能な地

域運営や福祉サービスの提供体制づくりが求められます。 

 

＊超高齢社会：65 歳以上の人口が総人口に占める割合が 21％超の社会のこと。 
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② 新型感染症や自然災害など住民生活リスクの拡大 

新型コロナウイルス感染症の発生は、地域経済と日々の住民生活

に大きな影響を与えました。また、近年、地震や集中豪雨、台風などに

よる自然災害が激甚化しています。住民の日常生活においては、特殊

詐欺手口の巧妙化やＳＮＳにおける誹謗中傷、個人情報の漏えいなど

様々なリスクが拡大しています。 

本町においても、多様化する住民生活における諸課題に対し、住民

の生命、財産を守り、住民が健康に安心して暮らせるよう、住民、事業

者、行政などが、それぞれ主体となり、相互に連携、協力しながら、課

題解決に取り組むことが求められています。 

 

 

 

③ 社会のグローバル化 

近年、情報通信技術の進展や交通手段の発達による移動の容易

化、市場の国際的な開放等により、人・モノ・情報などの国際的な移動

が活性化して、あらゆる分野において国際的な関わり合いがみられる

とともに、各国が相互に依存し、互いに影響を与え合う社会になって

います。こうしたグローバル化の進展により、世界規模での経済競争の

激化や生産拠点の海外への移転、外国人労働者の受け入れ、訪日観

光客の増加、様々な分野での国際交流などが進んでいます。一方で、

地域経済においては、地域外から稼ぐ力を高めていく取組とあわせ

て、中から外へと仕事やお金が流出する構造を転換し、地域内でお

金が回る仕組みや環境を整えていくことが求められています。 

本町では、こうした社会のグローバル化に対して、経済分野では、地

域内の生産・消費を増やす地域経済循環を前提として、町内での起

業や企業立地を支援し、産業の活性化と雇用の創出や訪日観光客の

誘致を進めるとともに、未来を担う若い世代に対しては、日常生活に

おける国際的な理解促進や海外と接点を持つ機会を拡充するなど、

グローバルとローカルの両面を合わせ持った施策展開が求められて

います。 
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4 地方自治の変革 

① DX（デジタル・トランスフォーメーション）の 

推進による行政のデジタル化 

令和２年、国は「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り

残さない、人に優しいデジタル化～」というビジョンを示しました。 

本町においても、デジタル技術を最大限に活用しながら、まちづくりを

進めることで、業務の効率化や住民の利便性の向上などを図り、持続可

能で活力のある未来社会の実現を目指すことが必要となっています。 

 

 

 

 

② 住民のつながりと地域力の強化 

本町では、自治会加入率は高いですが、住民生活における個

人主義やプライバシー重視の傾向は益々拡大しており、住民の

価値観やライフスタイルの多様化は、より一層進んでいます。こ

れらは、地域における人のつながりや連帯感、支え合いの意識の

希薄化を招き、それらを基盤として成り立つ地域活動や、地域コ

ミュニティの維持を難しくする一つの要因とも考えられています。 

本町においては、住民一人ひとりが、それぞれの多様な働き方

や学び方、暮らし方などを尊重しながら、個人や団体、行政など

との様々なつながりの中で、まちづくりを担う意識を持ち、地域の

課題解決のために自ら参画することが求められています。 
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Ⅴ  町⺠の意向 
 

 

町民の現状における生活意識や、町民が感じている問題点、町の取組への評価などをお伺いする

「大多喜町住民意識調査」を実施しました。 

 

1 調査の実施概要 

① 調査の目的 

本調査は、「大多喜町第4次総合計画」「大多喜町第2次人口ビジョン・第3期総合戦略」の策定に

当たり、まちづくりに対する町民の意見や要望を伺い、計画策定のための基礎資料を得ることで、今

後のまちづくりに役立てることを目的に実施したものです。 

 

② 実施概要 

調 査 地 域：大多喜町全域 

調査対象者：①一般町民 ②中学生・高校生等 

（住民基本台帳より無作為抽出） 

調 査 期 間：令和6年9月20日～10月9日 

調 査 方 法：郵送配付・郵送回収（専用フォームからの回答も可能） 

 

③ 回収結果 

調査種類 配付件数 回収件数 回収率 

一般町民 1,800件 761件 42.3％ 

中学生・高校生等 437件 186件 42.6％ 

合計 2,237件 947件 42.3％ 
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2 町⺠の居住意向 

【一般町民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生・高校生等】 

 
 

 

 

 

 

 

  

42.8 

38.5 

44.3 

35.6 

33.2 

29.9 

16.0 

16.5 

15.6 

2.1 

2.1 

2.9 

3.4 

9.7 

7.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和6年度調査

全体（n=761）

令和元年度調査

全体（n=807）

平成26年度調査

全体（n=771）

これからもずっと住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない 住み続けたくない

不明・無回答

10.2 

9.2 

12.6 

37.1 

40.8 

37.4 

41.4 

38.8 

41.3 

10.2 

11.3 

6.1 

1.1 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和6年度調査

全体（ｎ＝186）

令和元年度調査

全体（ｎ＝240）

平成26年度調査

全体（ｎ＝358）

これからもずっと住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない 住み続けたくない

不明・無回答

0.0

住み続けたいと思うかについてみると、「どちらかといえば住み続けたくない」

が41.4％と最も高く、次いで「どちらかといえば住み続けたい」が37.1％となっ

ています。前回調査と比較して、大きな変化はみられません。 

居住意向についてみると、「これからもずっと住み続けたい」が42.8％と最も高

く、次いで「どちらかといえば住み続けたい」が35.6％となっています。前回調

査と比較すると、『住み続けたい』（「これからもずっと住み続けたい」と「どちら

かといえば住み続けたい」の合計）が6.7ポイント増加しています。 
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3 本町の取組の満足度・重要度 

「満足度指数」についてみると、「４．水道施設の整備充実」が0.87と最も高く、次いで「14．小・中学校

における教育内容の充実や施設の充実」が0.51となっています。 

一方、「2．交通の便の充実（鉄道、バス路線の充実等）」が-0.86と最も低く、次いで「33．有害鳥獣対

策の充実」が-0.73となっています。 

「重要度指数」についてみると、「9．保健・医療体制や施設の整備充実」が1.49と最も高く、次いで

「33．有害鳥獣対策の充実」が1.44となっています。 

 

【満足度指数・重要度指数】 

●町の取組の満足度及び重要度について指数化するため、次のとおり回答に重み付けを

行いました。 

●この指数を使い、町の取組について評価・分析を行います。 

 

満足度指数 

・「満足」の回答数 × 2 点 

・「やや満足」の回答数 × 1 点 

・「やや不満」の回答数 × -1 点 

・「不満」の回答数 × -2 点 

 

重要度指数 

・「重要である」の回答数 × 2 点 

・「やや重要」の回答数× 1 点 

・「あまり重要ではない」の回答数 × -1 点 

・「重要ではない」の回答数 × -2 点 

 

満足度指数・重要度指数ともに、 

上限は「2」(満足／重要)、下限は「-2」(不満／重要ではない)となります。 

 

満足度指数・重要度指数の結果については次のページに掲載しています。 

 

  

÷ 「不明・無回答」を除く全体の回答数 

÷ 「不明・無回答」を除く全体の回答数 
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満足度指数・重要度指数 

 

 

 

1 道路の整備（舗装、拡幅、歩道設置、基幹道路の整備促進等） -0.12 1.20

2 交通の便の充実（鉄道、バス路線の充実等） -0.86 1.18

3 安全施設の整備充実（交通安全施設や消防・防災体制の充実） 0.39 1.13

4 水道施設の整備充実 0.87 1.11

5 下水道・排水処理施設の整備 0.32 1.03

6 ごみ処理体制やリサイクル体制の強化及び施設の整備充実 0.50 1.04

7 住民のいこいの場の整備充実（公園、遊歩道等） 0.02 0.42

8 自然保護や河川の浄化、公害防止等の環境保全施策の推進 0.15 0.92

33 有害鳥獣対策の充実 -0.73 1.44

34 一般ごみや産業廃棄物等の不法投棄の監視強化 -0.17 1.18

35 荒廃を防ぎ水源かん養機能を保全する山林の整備 -0.54 1.14

9 保健・医療体制や施設の整備充実 -0.14 1.49

10 高齢者や障がい者等の福祉施策や施設の整備充実 -0.15 1.26

11 子育て支援施策や児童のための施設の整備充実 0.32 1.13

12 生涯学習、芸術・文化振興施策や施設の整備充実 0.22 0.34

13 スポーツ振興施策や施設の整備充実 0.25 0.35

14 小・中学校における教育内容の充実や施設の充実 0.51 1.09

15 青少年の健全育成施策の充実 0.35 0.69

16 女性の社会参画の促進と男女共同参画社会づくりの推進 0.13 0.63

17 若者の定住化促進のための住宅施策 -0.55 1.25

18 結婚問題対策 -0.38 0.97

19 移住者の受入れ施策の推進 -0.16 0.97

20 空家や空農地を活用した移住促進施策 -0.58 1.13

21 農業の振興 -0.38 1.16

22 林業の振興 -0.43 0.88

23 工業の振興 -0.42 0.99

24 商業の振興 -0.44 1.16

25 観光・レクリエーションの開発・振興 -0.30 0.92

26 国際交流や地域間交流の促進・充実 -0.05 0.34

28 中心市街地の整備 -0.12 0.73

29 色彩・デザインなどを考えた景観づくり -0.01 0.21

27 地域情報化の推進 -0.04 0.69

30 周辺市町村と連携した広域的事業の一層の充実 -0.17 0.73

31 地区コミュニティ施設（集会所、広場等）の充実や地域活動の促進 0.12 0.50

32 広報・広聴の充実や町民参加行政の一層の充実 0.18 0.46

平均値 -0.07 0.91Ave.

生活

基盤

健康

・

福祉

教育

・

文化

定住

促進

生活

環境

産業

・

経済

行政経営

・

地域自治

分類 No. 項目 満足度指数 重要度指数 
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【クロス集計】 満足度指数 × 重要度指数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度が低く、重要度が高い、対策への町民ニーズが大きいとみられる項目としては、「33．有害鳥

獣対策の充実」「2．交通の便の充実」があげられます。 

満足度も重要度も高い、まちの強みともいえる分野としては、「4．水道施設の整備充実」「14．小・中

学校における教育内容の充実や施設の充実」があげられます。  

道路整備

交通の便

交通安全・消防
水道施設

下水道施設 ごみ処理

いこいの場

自然保護

保健・医療体制

福祉施策

子育て支援

生涯学習・

芸術文化振興

スポーツ振興

小・中学校

教育内容・施設

青少年育成

男女共同参画

若者定住化

住宅施策

結婚対策 U・Iターン

空家・

空農地活用
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商業振興
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国際・地域間交流

地域情報化

中心市街地

景観づくり

市町村連携

コミュニティ施設・地域活動

広報・町民参加

有害鳥獣対策

不法投棄
山林整備
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各象限について 

 満足度が「低く」、重要度が「高い」（左上）    満足度が「高く」、重要度も「高い」（右上）  

 

 

 

 

 満足度が「低く」、重要度も「低い」（左下）    満足度が「高く」、重要度が「低い」（右下）  

 

  

  

現状の満足度が低く、 

今後重要との認識が高い 

➡対策への町民ニーズ「大」 

現状の満足度が高く、 

今後重要との認識も高い 

現状の満足度が低く、 

今後重要との認識も低い 

現状の満足度が高く、 

今後重要との認識は低い 
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4 今後のまちづくりの方向 

 

【一般町民】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.9 

12.9 

19.8 

20.9 

37.5 

18.7 

27.3 

2.8 

14.8 

6.4 

2.0 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自然や環境の保護・保全を優先する

環境保全のまち

農業を中心として発展する農業のまち

企業誘致や地場産業の振興による

工業のまち

地域資源を活用し、観光・レクリエーションや

交流事業を進める観光・交流のまち

人にやさしい保健・医療・福祉の充実した

健康福祉のまち

子育て・教育環境が充実したまち

快適で安全な居住環境の整備を優先する

快適環境のまち

生涯学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が

活発なまち

歴史的遺産を大切にし、まちづくりに生かす

歴史のまち

住民が自発的にまちづくりを行う

住民参加のまち

その他

不明・無回答

全体（n=761）

今後どのような特色あるまちづくりをすべきだと考える

かについてみると、「人にやさしい保健・医療・福祉の充

実した健康福祉のまち」が37.5％と最も高く、次いで

「快適で安全な居住環境の整備を優先する快適環境

のまち」が27.3％となっています。 
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【中学生・高校生等】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.2 

11.3 

16.1 

11.8 

29.0 

29.6 

16.7 

7.5 

18.3 

7.5 

1.6 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自然や環境の保護・保全を優先する

環境保全のまち

農業を中心として発展する農業のまち

企業を呼んだり、地域の特色を活かした産業が

発展する工業のまち

地域資源を活用し、観光・レクリエーションや

交流事業を進める観光・交流のまち

人にやさしい保健・医療・福祉の充実した

健康福祉のまち

子育て・教育環境が充実したまち

快適で安全な居住環境の整備を優先する

快適環境のまち

生涯学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が

活発なまち

歴史的遺産を大切にし、まちづくりに生かす

歴史のまち

住民が自発的にまちづくりを行う

住民参加のまち

その他

不明・無回答

全体（n=186）

今後どのような特色あるまちづくりをすべきだと考える

かについてみると、「自然や環境の保護・保全を優先す

る環境保全のまち」が39.2％と最も高く、次いで「子育

て・教育環境が充実したまち」が29.6％となっています。 
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第 2 編 基本構想 
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Ⅰ  まちづくりの基本理念 
 

 

まちづくりに取り組むために大切にしていく考え方として、3つのまちづくりの理念を以下のとおり定め、

まちづくりのすべての分野における基本とします。 

 

 

 

 

 

◆ 住んでいる人にも、訪れる人にも魅力のあるまちづくりを進めます。 

◆ 地域特性を活かしながら、産業と豊かな自然とが調和した、バランスのよいまちを

目指します。 

◆ 活気と自然の魅力にあふれ、快適な生活と安らぎの双方を備えた安全で安心で

きるまちづくりを住民や各種団体、事業者との協働により進めます。 

 

 

 

 

 

 

◆ 本町には温暖な気候や豊かな自然、歴史・文化など、宝といえる地域資源が数多

くあることから、町民がまちを知り、誇りを持って、これまで以上に人と人とのつな

がりを大切にしながら、多様性を認め合い、尊重し合えるまちづくりを目指します。 

◆ 身の回りの物事を受け身でなく自分事として捉え、そのことによって身近な地域活

動やコミュニティ活動が盛んになり、町民同士や、町民と地域、町民と行政などの

コミュニケーションが深まっていくまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

◆ みんなが健康で、人生 100 年時代を心豊かに暮らせるまちづくりを進めます。 

◆ こどもから高齢者まで、みんなが元気にいきいきと活動できる機会や居場所づくり、

趣味や家族の時間を楽しみ、自己実現を目指す姿勢などを支援・推進します。 

 1 誰もが住みやすいまちを目指して 

 2 
地域の誇りを持って 

つながりがあるまちを目指して 

 3 
みんなが心も体も元気で 

健康なまちを目指して 
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Ⅱ  将来像 
 

 

第3次総合計画では、町の将来像を「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」とし、

町民の郷土に対する愛情や行動力を結集し、人口減少や少子高齢化、厳しい財政状況等の課題を克

服することにより、将来にわたって持続可能なまちを目指してきました。 

第4次総合計画では、本町の地域特性や町民のニーズ、社会潮流からみた分野別課題を踏まえ、本

町が進めてきたまちづくりを引き継ぎ、誰もが「住み続けたい・住んでよかった」、そして、「住んでみたい」

と思える持続可能な大多喜町の実現を目指します。この実現に向けて、町全体の魅力を一体として高

めるまちづくりを進めるため、まちづくりの指針として将来像（10年後の目指すべきまちの姿）を「みんな

でつくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」とします。 
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Ⅲ  ⼈口フレーム 
 

 

1 将来⼈口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所（令和5年推計）によると、本町の総人口は減少傾向にあり、この傾

向は今後も続くことが予想され、将来人口推計では、第4次総合計画の目標年度である令和17年には

6,514人まで減少することが見込まれています。 

年齢別人口をみると、年少人口と生産年齢人口が大幅に減少することにより、人口構成上の高齢化

が進行し、高齢化率は令和2年の43.8％から令和17年には51.8％まで上昇することが予想されます。 

 

【推計人口の推移】 

 
 

2 目標⼈口 

前述のとおり、本町では、今後も人口減少が続くとともに、少子高齢化が急速に進むことが予想され

ています。人口減少や少子高齢化は、労働力不足やまちの活気の低下、財政状況の悪化を招くおそれ

があるため、まちの魅力を高め、誰もが住み続けたいまち、住んでみたいまちを、住民、事業者と行政と

が協力し合って創造していくことが求められます。 

そこで、定住促進やにぎわいづくり、高齢化対策、交通利便性向上等の施策をより一層充実させ、人

口減少や少子高齢化に歯止めをかけることにより、本基本構想の目標年度である令和17年度末にお

ける人口を7,000人とし、まちの活力を将来にわたって維持していくことを目指します。 

 

 

  

772 593 444 374

4,225
3,675 3,227 2,768

3,888
3,780

3,588
3,372

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

8,885
8,048

7,259
6,514

目標⼈口：7,000 ⼈ 
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Ⅳ  土地利用の方向性 
 

 

土地は、町民の生活、生産等の諸活動の基盤となるものであり、その利用の在り方は、町の発展や町

民の生活と深いかかわりを持ちます。 

将来像である「みんなでつくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」を実現するため、町の歴史

や自然、各ゾーンの特性を活かし、各種法令や計画を踏まえ、将来を見据えた土地利用を進めます。 

 

 

 

 

 

● いすみ鉄道大多喜駅周辺や国道297号沿線の公共施設や商店・住宅等が集積している人口

集中地域については、市街地ゾーンとして位置付け、生活基盤である道路網の整備充実に加え、

民間活力の適切な導入を図りながら住宅・宅地施策を進め、快適な定住環境を確保し、移住・

定住人口の増加に努めます。 

● 生活利便性を維持しつつ魅力的な景観づくりを進めることにより、交流人口の増加を図ります。 

 

 

 

 

 

● 市街地ゾーン以外の集落ゾーンについては、生活道路や排水整備等を総合的に進めて自然環

境・景観と共生する良好な生活環境の創出に努め、定住性の強化を図ります。 

● 居住可能な空き家を活用した施策を推進し、移住・定住人口の増加に努めます。 

 

 

 

 

 

● 農用地については、農業生産基盤の充実を目的に、国・県の補助事業等を活用し整備した優良

農地を中心に、農用地の保全及び有効活用を図ります。 

●  農用地の遊休・荒廃を防止するために、水田の畑地化など、水稲だけでなく、1年を通した農地

の活用を推進します。  

市街地ゾーン 

集落ゾーン 

農業ゾーン 
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● 既存の工業の活性化に向けて、今後も住環境や農業環境との調和が図られるよう努めるととも

に、工業・流通機能の集積を図ります。 

●  圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の利便性を活かし、物流拠点や家内工業的な小規模事業

者等の誘致や起業の支援などを行います。 

 

 

 

 

 

● 町民をはじめ観光客などの憩いの場として、本町が誇る歴史・文化、豊かな自然とのふれあい

空間を形成します。 

●  大多喜城周辺や養老渓谷をはじめとする観光スポットについては、観光客の受け入れ体制の

整備や魅力向上に努めます。 

●  公共交通網の整備を進め、多様な観光・交流施設等を円滑に移動できるようにし、観光客など

の利便性を高めます。 

 

 

 

 

 

●  町の総面積の約7割を占める森林については、森林環境譲与税を活用した森林整備計画に基

づき、既存の林道・作業道を活用することにより、計画的な森林施業の促進、水源のかん養・治

山に努めるとともに、森林資源や自然環境・景観の保全を図ります。 

●  資源としての森林が有効活用されていないことから、産業資源などとしての活用を進めます。 

 

 

  

工業ゾーン 

観光・交流ゾーン 

森林保全・資源活用ゾーン 
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Ⅴ  基本目標 
 

 

基本目標は、将来像「みんなでつくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」を実現するため、まち

づくりの基本理念を踏まえて設定する、分野ごとの目標です。 
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今後、更に加速が予想される少子高齢化、人口減少の時代にあっても、将来にわたり質の高

い住民サービスの維持を目指し、ＤＸやＡＩの活用を進めながら、誰もが住み慣れた地域で安

全・安心に多様性を認め合いながら暮らしていけるまちづくりを進めます。 

そのために、住民参加や協働の促進、地域社会の活性化、効率的・効果的な行政運営、健全

財政の維持等を推進し、持続可能な社会の構築を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

地域に根ざした既存の産業を支えつつ、多様な主体の挑戦や連携を後押しすることで、新た

な価値を生み出すなど、産業を元気にすることがまちの活性化につながります。 

そこで、6次産業化や地産地消の一層の推進により活力ある農業の振興や、本町の魅力を活

かした観光の振興を図りながら、それぞれが活気に満ちたまちづくりを進めます。 

また、産業振興を通じた就業の場の確保や商業振興による消費者の利便性の向上を図るこ

とにより、人口流出を防止し、移住者の増加に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

都心への人口集中の加速や圏央道（首都圏中央連絡自動車道等）の広域交通網の整備、本

町における過疎化・少子高齢化の進展など社会経済環境の変化を見据えた上で、総合的で計

画的な社会基盤の整備・向上を図り、便利で快適な生活環境の整備を進めます。 

また、平常時から町民一人ひとりが地域の災害リスクを意識し、災害時には、共に助け合うと

ともに、地域ぐるみで犯罪の発生を未然に防止する安全で安心なまちを目指します。 

 

  

多様性を認め合い 

自分らしく暮らせるまちづくり 

【地域自治・行政経営】 
Ⅰ 
基本目標 

産業活力にあふれたまちづくり 

【産業・経済】 Ⅱ 

基本目標 

暮らしの質を高めるまちづくり 

【生活基盤】 Ⅲ 

基本目標 
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恵まれた自然環境を次世代に継承するために、住民、事業者、行政がそれぞれの役割のも

と、環境負荷の低減、資源の循環、自然環境の保全に向けた活動に連携・協働して取り組むとと

もに、森林資源の地産地消を図るなど、持続可能な脱炭素社会の形成に努めます。 

また、上水道の整備や汚水処理、ごみ処理体制の充実など、居住環境の維持・向上を図るこ

とにより、町民からは「住み続けたいまち」として、町外からは「住んでみたいまち」として支持され

る快適なまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

家庭や地域、学校が連携し、健やかな心と体を持ったこどもが育つ環境の充実に努め、郷土

を愛し、夢と志を持ってたくましく生きる青少年の育成を図ります。 

また、町民一人ひとりが生涯を通して、学習や文化、芸術、スポーツ等様々な分野で、自らの個

性を伸ばしながら、能力を発揮できる環境をつくり、個性と創造性が豊かな人づくりを進めます。 

さらに、多文化共生社会の構築を図るとともに、他の地域の文化や人との交流を促進すること

により、地域の活性化や心豊かでたくましいこどもの育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

こどもたちが地域において健やかに成長できるよう、地域全体で子育てしやすいまちづくりを

進めます。 

また、こどもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で、安心して自立した生活を営むことがで

きるよう、町民や地域、行政及び医療・福祉・介護の連携による総合的な支援体制を強化します。 

 

  

自然環境と調和したまちづくり 

【生活環境】 Ⅳ 

基本目標 

人を育み若者を育てるまちづくり 

【教育・文化】 Ⅴ 

基本目標 

子育てしやすく健康で 

人にやさしいまちづくり 

【健康・福祉】 
Ⅵ 
基本目標 
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第 3 編 前期基本計画 
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Ⅰ  前期基本計画の概要 
 

 

1 基本計画の目的 

基本計画は、基本構想に掲げる本町の将来像「みんなでつくる 持続可能な住みやすいまち 大

多喜」を実現するために、基本構想に示された、分野ごとの基本目標の達成に向けて取り組むべき具

体的な施策を定めるとともに、それらを推進するための指針となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画期間 

第4次総合計画の期間は10年間とし、「基本構想」は令和8（2026）年度から令和17（2035）年度まで

の10年間、「基本計画」は基本構想の前期5か年、後期5か年をそれぞれ前期基本計画期間、後期基

本計画期間とします。また、基本計画に基づく実施計画期間を3年間とします。 

 

 

 

  

�
�
�
�
�
�
� 

持
続
可
能
�
住
�


�
�
�
� 

大
多
喜 

Ⅰ 多様性を認め合い自分らしく暮らせるまちづくり 
【地域自治・行政経営】 

Ⅱ 産業活力にあふれたまちづくり 
【産業・経済】 

Ⅲ 暮らしの質を高めるまちづくり 
【生活基盤】 

Ⅳ 自然環境と調和したまちづくり 
【生活環境】 

Ⅴ 人を育み若者を育てるまちづくり 
【教育・文化】 

Ⅵ 子育てしやすく健康で人にやさしいまちづくり 
【健康・福祉】 

将来像 基本目標 

施策群 

施策群 

施策群 

施策群 

施策群 

施策群 
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Ⅱ  前期基本計画の推進に当たって 
 

 

1 計画の周知 

基本計画を効果的かつ効率的に推進するためには、住民をはじめ、行政、事業者、各種団体など、地

域社会を構成するすべての主体が連携・協働することが重要であり、それには１人でも多くの方に本計

画の目標や施策の方向性、各主体に求められる役割等を知っていただく必要があります。 

このため、本計画の内容を町の広報紙やホームページ等を活用して紹介するとともに、本計画を住

民や関係者等に配布し、積極的な周知を図ります。 

 

2 成果指標の設定及び計画の進捗管理 

本計画では、6つの基本目標を達成するための具体的な施策を策定するとともに、施策の効果を検

証するために、施策項目ごとに成果指標を設定します。 

本計画の推進に当たっては、この成果指標の達成度により進捗を管理するとともに課題を抽出し、改

善の動きにつなげる「ＰＤＣＡサイクル」を導入することとします。 
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Ⅰ 多様性を認め合い自分らしく暮らせるまちづくり 
【地域自治・行政経営】 

Ⅱ 産業活力にあふれたまちづくり 
【産業・経済】 

Ⅲ 暮らしの質を高めるまちづくり 
【生活基盤】 

Ⅳ 自然環境と調和したまちづくり 
【生活環境】 

Ⅴ 人を育み若者を育てるまちづくり 
【教育・文化】 

Ⅵ 子育てしやすく健康で人にやさしいまちづくり 
【健康・福祉】 

将来像 基本目標 

施策項目 

施策項目 

施策項目 

施策項目 

施策項目 

施策項目 

成果指標 

成果指標 

成果指標 

成果指標 

成果指標 

成果指標 
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Ⅲ  未来づくり重点プロジェクト 
 

 

まちの将来像「みんなでつくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」の実現に向け、本計画にお

ける6つの基本目標の枠組みを超えて、総合的かつ横断的に本町の課題解決に取り組むための重点

プロジェクトを、3つの「未来づくり重点プロジェクト」に整理し、前期基本計画を先導するものと位置付

け、全庁をあげて分野横断的かつ重点的に取り組みます。 

3つのプロジェクトでは、人口減少に歯止めをかけるため、「移住・定住促進プロジェクト」を推進する

とともに、「こどもまんなかプロジェクト」及び「健康長寿プロジェクト」を進めることにより、こどもからお

年寄りまで、住みやすいと感じる魅力あるまちを目指し、「未来づくり重点プロジェクト」を推進します。 
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1 移住・定住促進プロジェクト 

 

人口はまちの活力の源であり、人口流出を抑制するとともに、移住を促進し、定住人口の減

少に歯止めをかけることが、本町の課題となっています。 

そこで、民間活力の活用による分譲地やシティプロモーションによる本町の魅力発信など、

誰もが住んでみたいと思える良好な住環境を整備し、「移住・定住促進」、「住宅政策」を重点

的に推進します。 

また、企業間の連携強化や各産業への支援を充実し、地域産業の活性化や雇用の確保、関

係人口や交流人口の創出を図るため、「産業の振興」、「観光・交流の振興」に関する施策を重

点的に推進します。 

 

【プロジェクトの概要】 

分 野 概 要 

移住・定住促進 

●子育て環境、自然環境など、本町の魅力を様々な広報媒体をとお

して情報発信します。 

●観光資源や地域資源などを活用し、町外からの来訪者を増やし

ます。 

●地場産業を活性化し、働く場の確保に努めます。 

●地元企業と移住希望者や町民とのマッチングを図り、地元就職の

増加を進めるとともに、移住や定住の推進に努めます。 

住宅政策 

●住宅需要に合わせた土地利用や宅地開発に努めます。 

●民間活力の適切な導入を図りながら住宅・宅地施策を進め、快適

な定住環境の確保に努めます。 

●居住可能な空き家を活用した施策を推進します。 

産業の振興 

●生産性の向上や地域特産物の開発・育成、流通体制の充実や消

費の拡大、他産業との連携により、農業の振興に努めます。 

●企業間の連携強化や商業環境の整備、商業経営などへの支援を

充実します。 

●企業ニーズ等を把握し、企業誘致を進めます。 

観光・交流の振興 
●大多喜城周辺や養老渓谷を中心とした観光交流を推進し、町外

からの来訪者の増加を図ります。 

  

1 移住・定住促進プロジェクト 
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2 こどもまんなかプロジェクト 

 

町内2か所の公立保育園は、令和6年度に自然環境保育認証制度の認証を受けるなど、

様々な特色ある保育活動を行っています。また、待機児童もなく、延長保育、休日保育などの保

育サービスも充実しています。 

都市部では得られない豊かな自然と歴史や文化の薫り高い環境の中で、こどもが健やかに

成長し、若者や子育て世代が住み続けたい、住んでみたいと思えるまちを目指し、町全体で若

者やこども・子育て世代を支えるため、「結婚・こども・子育て支援」、「教育」に関する施策を重

点的に推進します。 

 

 

【プロジェクトの概要】 

分 野 概 要 

結婚・こども・ 

子育て支援 

●若者の結婚に関する希望の実現に向けて、男女の出会いの創出

や婚活支援を行います。 

●こどもの健やかな成長と幸せのために、地域全体で包括的にこど

もやその家庭を支援していきます。 

●こどもが個性豊かに成長し、安心して子育てができるよう保育サ

ービスを充実します。 

●自然環境保育など、特色のある保育を推進します。 

教育 

●家庭や地域、学校が連携し、健やかな心と体を持ったこどもが育

つ環境を充実します。 

●こどもたちが様々な課題解決を通じて、未来に向かって、持続可

能な社会の維持・発展の担い手となれるよう、「生きる力」を育み

ます。 

●英語教育など、特色のある教育を推進します。 

 

  

2 こどもまんなかプロジェクト 
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3 健康⻑寿プロジェクト 

 

本町では、急速な少子高齢化、人口減少などの課題に直面しています。このような中で、町

民一人ひとりがいつまでも安心して暮らしていけるよう、ライフステージに応じた健康増進のた

めの環境づくりや社会参加の促進、住民のニーズに沿ったサービスの充実を図ることが必要に

なっています。 

そこで、こどもから高齢者まですべての世代が健やかに笑顔で暮らせる地域社会の実現を

目指して、「健康・医療」、「生きがいづくり」、「高齢者向けサービスの充実」に関する施策を重点

的に推進します。 

 

 

【プロジェクトの概要】 

分 野 概 要 

健康・医療 

●すべての世代が健やかに笑顔で暮らせるまちを目指して、ライフ

ステージに応じた健康増進のための支援を行います。 

●住民主体の健康づくり活動を推進するとともに、健康寿命の延伸

に努めます。 

生きがいづくり 

●町民の多様な活動を支援し、高齢者の生きがいづくりや社会参加

を推進します。 

●生涯学習活動団体の支援を充実するとともに、高齢者の引きこも

りの予防に努めます。 

高齢者向け 

サービスの充実 

●介護・医療・生活支援が一体的に提供されるように、高齢者向け

サービスの充実に努めるとともに、サービスを提供する人材の確

保を図ります。 

 

 

  

3 健康長寿プロジェクト 
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Ⅳ  分野別施策 
 

 

分野別施策のページの構成と見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

。 

 

 

 

この項目の施策に取り組むに当

たって踏まえるべき現状と課題を

示します。具体的には、社会動向

や本町における状況、町の取組

状況、今後求められる取組等に

ついて記載します。 

この項目の施策に取り組むに当

たっての基本方針を示します。 

この項目を構成する施

策の体系を示します。 

施策の体系に 示した

施策の方向と主な事

業を示します。 

この項目の施策効果を検証するために、

項目ごとに成果指標を設定し、成果指標

の達成度により計画の進捗を管理します。 

目標年度（令和 12 年度末） 

この項目の施策に関連

する計画を示します。 
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基本目標Ⅰ 地域自治・⾏政経営∼多様性を認め合い自分
らしく暮らせるまちづくり 
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1-1 住⺠参加・協働・コミュニティ 

 

現状と課題 

● 財政運営の厳しさが増すとともに、少子高齢化や人口減少により地域社会の担い手が不足す

ることから、行政だけでは多様化・高度化する住民ニーズにきめ細かく対応することが難しくな

ることが予想されます。 

● これからのまちづくりは、住民や各種団体、民間企業等と行政がそれぞれの役割を認識し、互い

に連携・協力して進めることが必要です。 

● 住民と行政との協働や、町政への住民参加をより一層推進するため、情報公開の推進や広報

活動の充実等を通じて、住民との情報の共有や行政運営の透明性の確保に努めることにより、

住民の町政への関心を高め、まちづくりへの参画を促すことが必要となっています。 

● 協働に関する住民の理解や職員の知識を高め、具体的な行動を促進する取組が求められるこ

とから、「協働のまちづくり」の方向性を明確にするとともに、住民と行政がお互いに尊重し合い、

協力し合う取組が必要となっています。 

● 少子高齢化に伴う地域人材の不足等による地域コミュニティへの影響が危惧される一方で、

災害等の経験から、防災活動や防犯活動を担う地域社会の重要性が再認識されています。そ

のため高齢化が進む中で、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちを形成

していくためには、地域におけるコミュニティ活動を維持していくことが必要となっています。 

● 地域コミュニティは、顔の見える関係性が強みである一方で、性別などに対する無意識の思い

込みや偏見等による画一的な役割・期待が伴うと心理的な負担となり、都市部のような匿名性

や自由な関係性を求める傾向がみられます。今後は、「顔の見える関係性」に「多様な生き方の

尊重」を組み合わせた地域コミュニティづくりが求められます。 

 

【集会施設整備件数の推移】 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

整備件数 0 件 2 件 4 件 4 件 0 件 
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■ 住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。 

■ 協働のまちづくりを推進するために、住民の協働に対する理解及び意識向上を図り

ます。 

■ 「顔の見える関係性」に「多様な生き方の尊重」を組み合わせた地域コミュニティ意

識の啓発や活動基盤の整備を推進し、地域住民が互いに支え合いながら協力し合

うコミュニティの形成を推進します。 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

1-1-1 まちづくりへの参画意識の醸成 

施策の 

方向 

◆ 町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した

紙面づくり等に努めます。 

◆ 特に中高生など若者の町政への関心を高め、積極的にまちづくりに参画しようと

する意識の醸成を図ります。 

主な事業 ◇ 協働のまちづくり推進事業 

 

  

 1 まちづくりへの参画意識の醸成 

 2 行政と住民の協働の推進 

 3 コミュニティ意識の啓発 

 4 コミュニティ活動基盤の整備 

住⺠参加・協働・ 
コミュニティ 

1 

基 本 方 針 
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1-1-2 行政と住民の協働の推進 

施策の 

方向 

◆ 各分野において既に協働で取り組んでいる町民活動について、強化・支援を実施

します。 

◆ 協働のまちづくりを推進するために、協働の意義を理解し、参画する住民や活動

を進める職員が必要なことから、町民向けの講習や職員研修等を実施します。 

主な事業 ◇ 協働のまちづくり推進事業 

 

1-1-3 コミュニティ意識の啓発 

施策の 

方向 

◆ 「顔の見える関係性」に「多様な生き方の尊重」を組み合わせた地域コミュニティ

意識を啓発することにより、町民同士の連帯感を育み、自治会の加入やコミュニ

ティ活動の活性化を推進します。 

◆ 地域の実情に合わせたコミュニティ活動の支援を実施します。 

主な事業 
◇ コミュニティ育成事業 

◇ 集落支援員事業 

 

1-1-4 コミュニティ活動基盤の整備 

施策の 

方向 

◆ コミュニティ活動施設の整備や活動に対する助成を実施し、コミュニティ活動が

安定的に継続される基盤の整備を支援します。 

主な事業 ◇ コミュニティ育成事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

まちづくり講習会の年間開催回数 1回／年 1回／年（現状維持） 
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1-2 共⽣社会 

 

現状と課題 

● 千葉県男女共同参画社会推進員制度を活用した広報・啓発活動や、審議会等における女性委

員の登用促進、男女共同参画やワーク・ライフ・バランス
＊
に関する職員向け研修の開催など、

男女共同参画社会づくりに向けて様々な取組を進めています。 

● 「男性は仕事、女性は家庭」などという無意識の思い込みや偏見が根強く残っており、住民意識

調査の結果をみると、「男女共同参画社会づくり」は他の施策と比較すると重要度が平均より低

くなっていることが課題となっています。 

● 男性中心の組織文化や人間関係を表わすオールド・ボーイズ・ネットワークは、閉鎖的で排他

的な男性同士のネットワークのことですが、女性の活躍や多様性の推進を阻害する要因とされ、

近年では見直しの動きが進んでいます。 

● 男性も女性も、多様性を認め合いながら、個性と能力に応じ、あらゆる分野で活躍できる男女

共同参画社会づくりを進めていくためには、性別による役割分担意識の是正に向けた意識啓発

や、家庭や職場、地域、行政など様々な場において住民の意識改革・気運醸成を図る必要があ

ります。 

● 経済のグローバル化や情報技術・交通手段の発達に伴い、地方においても外国人と交流する

機会が増加していることから、教育、文化、スポーツ、経済など様々な分野における国際交流事

業を展開してきました。また、姉妹都市メキシコ・クエルナバカ市との交流にも取り組んでいます。 

● 町内在住の外国人が快適に生活できる環境づくりや国際化に対応した人材の育成、外国人観

光客の誘致拡大に向けて、国際交流活動において中心的役割を担う国際交流協会の支援やこ

どもの英語教育の継続等を実施していくことが求められます。 

 

＊ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」を意味し、働く人々が仕事と育児、介護、趣味、学習、休養、地

域活動といった仕事以外の生活との調和を図り、その両方を充実させる働き方・生き方のこと。 

 

 

 

■ 男女が尊重し合い、共に個性と能力を発揮できるまちづくりを進めます。 

■ ワーク・ライフ・バランスの啓発に努め、一人ひとりがやりがいや充実感を感じなが

ら、やるべきこと、やりたいことを両立できる環境づくりを推進します。 

■ 男性中心の組織文化や人間関係を見直すため、多様な人材を活かし、組織や社会

の活性化を図る取組である多様性の推進に努めます。 

■ 国際交流を促進し、まちづくりや人づくりに活かします。 

  

基 本 方 針 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

1-2-1 男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成 

施策の 

方向 

◆ 男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成を図るため、様々な広報媒体を

活用した情報の発信や異なる個性を持つ人が、互いに活躍できる社会を推進し

ます。 

◆ 無意識の思い込みや偏見等、個々の認知や意思決定に無意識に影響を及ぼす

あらゆる偏見に左右されない環境づくりを推進します。 

主な事業 ◇ 男女共同参画推進事業 

 

1-2-2 男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

施策の 

方向 

◆ 育児休業や介護休業制度等に関する啓発を行い、男女が共に働きやすい就労環

境の整備を推進します。 

主な事業 ◇ 男女共同参画推進事業 

 

1-2-3 ワーク・ライフ・バランスの啓発 

施策の 

方向 

◆ 男女共同参画社会に向けたワーク・ライフ・バランスの啓発に努め、仕事と家庭

の両立を図り、男女共同参画社会の実現につなげます。 

主な事業 ◇ 男女共同参画推進事業 

  

 1 男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成 

 2 男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

 3 ワーク・ライフ・バランスの啓発 

 4 男女共同参画計画の推進 

 5 国際交流の促進 

 6 多文化共生社会の推進 

共⽣社会 2 
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1-2-4 男女共同参画計画の推進  

施策の 

方向 

◆ 男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成を図るため、様々な広報媒体を

活用し、幅広い世代に対して啓発をします。 

◆ 各種団体との連携・交流等の取組を実施し、より効果的な計画を策定します。 

主な事業 ◇ 男女共同参画推進事業 

 

1-2-5 国際交流の促進 

施策の 

方向 

◆ 国際交流活動の中心的な役割を担う国際交流協会の事業を積極的に支援し、国

際交流の活性化を図ります。 

 

1-2-6 多文化共生社会の推進 

施策の 

方向 

◆ 国籍や文化の異なる人々が本町で安心して暮らしていくことができるよう、必要と

なる生活情報や行政情報の提供に努めます。 

◆ 言葉や生活習慣などの文化を超えて、地域社会の一員として暮らしていくための

環境整備を図ります。 

 

 

 

計画名 計画期間 

第3次大多喜町男女共同参画計画 令和8年度～令和12年度 
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1-3 広報・ＰＲ 

 

現状と課題 

● 住民が町政の状況を正確かつ迅速に把握できるよう、広報紙やホームページなどにより生活

に必要な町政情報を提供しています。 

● 広報活動は、住民が必要とする情報を容易に取得できるよう、多様な媒体でわかりやすく提供

することが求められることから、広報紙アプリ等のデジタル媒体を利用した情報提供手法の工

夫、情報が伝わりやすい広報紙づくりに継続して取り組むとともに、若年層に関係する情報の発

信も行い、若い人に興味を持ってもらえるような広報紙づくりも実施していく必要があります。 

● 広報紙発行の１年間の計画を立てて、スムーズな情報収集を図るとともに、広報紙掲載内容に

ついて、町の取組を載せてほしいという要望に対し、積極的な情報提供を行うことが必要となっ

ています。 

● 住民の意向を反映した適切な町政運営を行うために「町長への手紙」等の実施により住民の意

向の把握に引き続き努めていく必要があります。また、寄せられた意見や要望を分析し、町政に

迅速かつ効果的に活用していくことが求められます。 

● 本町の様々な魅力を町の内外にＰＲし、大多喜町のブランド力を高めることなどにより、「行って

みたい」「住んでみたい」と思うファンを増やすためのシティプロモーションを推進し、関係人口

や交流人口を増加させ、地域活力の維持向上につなげる取組が求められます。 

 

【ホームページアクセスユーザー数の推移】 

 
※令和2年度から令和４年度まではホームページ閲覧者数 

 

 

【おおたき通信登録者数の推移】 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

登録者数 － － － 1,097 人 1,457 人 

※令和5年度から運用開始 

  

239,836
274,075 281,405

230,000 240,000

0

100,000

200,000

300,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

（人）
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■ 住民が必要とする情報をわかりやすく伝えることにより、住民の町政に対する理解を

促進します。 

■ まちづくりに関する住民の意向の把握に努め、適切に町政に反映します。 

■ 関係人口や交流人口を増加させ、移住・定住人口増につなげていくためシティプロ

モーションを強化します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

施策の内容 

1-3-1 広報活動の充実 

施策の 

方向 

◆ 広報体制については、各課が連携し情報の共有化を進め、効果的な情報発信を

継続して実施します。 

◆ 広報紙については、記事の充実に努めることや、見やすく、わかりやすい紙面づく

りを行うとともに、住民の意見を取り入れながら「住民と共につくる広報」を目指し

ます。 

◆ 町の情報（文字・音声・画像）をスマートフォンやタブレットで確認できるおおたき

通信の登録者の増加を図ります。 

◆ タイムリーな町政情報を提供できるよう新たな手法を取り入れることを検討し、

発信手法の充実を図ります。 

主な事業 
◇ 広報おおたき発行事業 

◇ 防災無線維持管理費 

 

  

 1 広報活動の充実 

 2 広聴活動の充実 

 3 シティプロモーションの推進 

広報・ＰＲ 3 

基 本 方 針 
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1-3-2 広聴活動の充実  

施策の 

方向 

◆ 「町長への手紙」や各種アンケートなど広聴活動の各手法について、住民が取り

組みやすいよう改善を図るとともに、住民からの意見等を町政に迅速かつ効果的

に活用できるよう努めます。 

主な事業 ◇ 広報おおたき発行事業 

 

1-3-3 シティプロモーションの推進 

施策の 

方向 

◆ 本町の様々な魅力を町の内外にＰＲするシティプロモーションを推進し、定住促

進や交流人口拡大を図るために、様々な広報媒体を活用した情報発信に取り組

むとともに、県内外のイベントに参加し、ＰＲ活動を行います。 

◆ 撮影誘致事業（ロケーションサービス）を行う事業者を支援することにより、関係

人口や交流人口の増加、またそれによる地域経済の活性化を図ります。 

◆ 町民が誇りを持ちながら、住み続けたいと思うまちとするため、町民と共に町の魅

力の発掘に努めます。 

主な事業 
◇ 交流促進事業 

◇ 観光振興事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

ホームページアクセスユーザー数 240,000人 265,000人 

おおたき通信登録者数 1,457人 2,000人 

地域間交流イベント等への参加件数 3件 3件（現状維持） 
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1-4 ⾏財政運営 

 

現状と課題 

● 地域経済の低迷や急速な少子高齢化、人口流出等により町税収入が落ち込み、自主財源の確

保が困難な状況が見込まれるとともに、各種交付金の大幅な増額も見込まれないため、歳入

全体の増額を見込むことは困難な状況となっています。 

● 歳出では、医療・福祉関連経費や一部事務組合の負担金等の増加が大きく、人件費や公債費

の総額に占める割合も高い水準で推移するため、経常的な経費の割合が高く、政策的経費の

財源確保は難しくなり、依然として厳しい財政状況が続くものと見込まれます。 

● 本町の財政を将来にわたって持続可能なものとするためには、財政運営の透明性を確保し町

民の町財政に対する理解を深めた上で、これまで取り組んできた事務事業の見直しや各種経

費の節減、民間委託の推進等を更に進め、効率的で効果的な行政運営を行うことが求められ

ます。 

● 自主財源の確保に向けては、定住人口の維持や本町経済の活性化、受益者負担の適正化、収

税対策の強化等の取組を推進していくことが必要です。 

● 情報通信技術を効果的に行政事務に導入することでＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）

を加速させ、住民サービスの効率化や住民の利便性の向上を推進することが求められるととも

に、サーバー及びネットワーク機器の計画的な更新を行い、経費の抑制、事務の効率化、業務

の継続性の確保を図り、各種システムとの連携を図る必要があります。 

● 高度情報化のために町が町内全域に敷設した光ファイバーケーブルを事業者に貸出しし、情

報通信サービスが提供されていますが、この情報通信サービスが有効に活用されるよう引き続

き光ファイバーケーブルを維持管理することが求められます。 

 

【町税収納額・収納率の推移】 

 

1,139 1,117 1,140 1,143 1,105

13 25 14 7 5
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収納額（現年） 収納額（過年） 収納率（現年） 収納率（過年）

（百万円） （％）
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【歳入の推移】 

 
 

【歳出の推移】 

 
 

 

 

■ 健全で効率的な行財政運営の推進により、持続可能な行財政基盤を維持します。 

■ 行政サービスの効率化や住民の利便性の向上を図るため、ＤＸ（デジタル・トランス

フォーメーション）を推進します。 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,152 1,142 1,153 1,151 1,111
418 472 456 455 505

1,826 2,093 2,097 2,165 2,190

2,035 1,160 1,011 885 1,265

396
384 298 335

460

931 1,436 1,522 1,743
1,971
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2,000

4,000

6,000

8,000
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地方債

国・県支出金

地方交付税

贈与税・交付金

地方税

（百万円）

6,758 6,687 6,537 6,734
7,502

1,232 1,254 1,260 1,351 1,426

924 727 767 780 911

2,417
1,954 2,106 2,104 2,135

460
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137
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674 744 671 976 1,280
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扶助費・補助費等

物件費

人件費

6,297 6,080 5,937
6,401

6,852

（百万円）

 1 計画的、効果的な行政運営の推進 

 2 効率的な組織運営の推進 

 3 行政の情報化の推進 

 4 持続可能な財政運営の確立 

 5 健全な財政基盤の確保 

 6 未利用町有財産の活用 

 7 情報通信網を利用した地域情報化の推進 

⾏財政運営 4 

基 本 方 針 
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施策の内容 

1-4-1 計画的、効果的な行政運営の推進 

施策の 

方向 

◆ 大多喜町第４次総合計画をはじめ、本町の諸施策の実施に当たっては、ＰＤＣＡ

（計画・実行・評価・改善）サイクルの運用を推進し、計画的、効果的な行政運営

を行います。 

 

1-4-2 効率的な組織運営の推進 

施策の 

方向 

◆ 限られた財源と人材のもとで増加かつ多様化する行政需要に対し、適切な行政

サービスを提供するため、職員の資質の向上を図り、潜在的な能力を最大限に引

き出し、良質なサービスを提供できる職員の人材育成を推進します。 

主な事業 ◇ 職員研修事業 

 

1-4-3 行政の情報化の推進 

施策の 

方向 

◆ 行政サービスの効率化や住民の利便性の向上を図るため、ＤＸ（デジタル・トラン

スフォーメーション）を推進します。 

◆ 計画的な情報システムの更新や情報セキュリティ対策、行政の情報化（デジタル

化）を推進します。 

主な事業 

◇ 電子計算業務費 

◇ 税務資料ファイリング業務委託事業 

◇ 地図情報システム管理事業 

◇ 住民基本台帳ネットワークシステム事業 

 

1-4-4 持続可能な財政運営の確立 

施策の 

方向 

◆ 行政サービス水準の維持・向上を図るため、町民のニーズを的確に見定め実施

事業の取捨選択をします。 

◆ 総合計画、公共施設等総合管理計画等の各種計画に沿った事業の推進に当た

っては、補助金及び起債並びに基金の活用のほか、必要に応じ受益者負担も検

討し財源の確保を図ります。 

◆ 将来にわたり持続可能な財政運営の確立を目指します。 
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1-4-5 健全な財政基盤の確保 

施策の 

方向 

◆ 組織としての徴収技術、徴収率が低下しないよう、組織の滞納整理の体制、仕組

みを構築し安定した税収の確保を図ります。 

◆ 固定資産税（土地）評価要領の改定を行い、適切な評価事務を推進し、健全な税

収の確保を図ります。 

 

1-4-6 未利用町有財産の活用 

施策の 

方向 

◆ 現在活用されていない町有財産（土地・建物）については、関係部署と連携しな

がら、幅広く活用方法等を検討し、効果的な利用を推進します。 

 

1-4-7 情報通信網を利用した地域情報化の推進 

施策の 

方向 

◆ 情報通信サービスが有効に活用されるよう町が整備した光ファイバーケーブル

の維持管理に努めます。 

主な事業 ◇ 地域情報通信基盤維持管理事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

経常収支比率＊１ 93.5％ 92.0％ 

実質公債費比率＊２ 3.9％ 4.2％ 

町税収納率（現年分） 98.9％ 99.0％ 

＊１経常収支比率：経常的な収入に対する経常的な支出の割合。 

＊２実質公債費比率：実質的な負債返済額が町の財政に占める割合。 
 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町DX・情報化推進計画 令和8年度～令和12年度 
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1-5 広域連携 

 

現状と課題 

● 本町が自立した行政運営を安定的に推進していくためには、住民サービスの拡充を図りながら

様々な事務事業を効率的に運営することが必要であるため、有効な手法となる広域行政につ

いては、今後も効果を検証しながら推進していくことが求められます。 

● 消防、防災、保健、医療、福祉、自然環境などの各分野における行政課題は、年々、多様化・高

度化していることから、市町村の行政区域を越えた広域連携により、行政運営の効率化を図る

ことが求められています。 

● 消防、救急、介護、水道等の各分野においては夷隅郡市2市2町で夷隅郡市広域市町村圏事務

組合を組織し、事業を実施しています。また、し尿処理やごみ処理、火葬場の運営においても広

域連携による事業を行っています。 

 

 

 

 

■ 広域的な行政課題について、近隣自治体との連携による取組を推進し、行政運営の

効率化を図ります。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

  

 1 広域圏行政の推進 

 2 国・県との連携強化 
広域連携 5 

基 本 方 針 
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施策の内容 

1-5-1 広域圏行政の推進 

施策の 

方向 

◆ 広域的な行政課題について、近隣自治体との連携により、財政負担の少ない効率

的、効果的な施策の展開を図ります。 

主な事業 

◇ 広域行政推進事業 

◇ 上水道運営事業 

◇ 介護認定審査会共同設置事業 

◇ 環境衛生事務費 

◇ 斎場無相苑管理運営事業 

 

1-5-2 国・県との連携強化 

施策の 

方向 
◆ 国や県の動向の把握をするとともに、必要な事業の実施や支援への要望をします。 
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基本目標Ⅱ 産業・経済∼産業活⼒にあふれたまちづくり 
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2-1 農林業 

 

現状と課題 

● 本町の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や担い手不足、有害鳥獣による農作物へ

の被害などの影響により、耕作が放棄・休止された遊休農地が増加しています。また、猛暑や豪

雨、台風の激甚化と頻発化により、作物の生育障害や病害虫の拡大も遊休農地が増加してい

る要因の一つとなっています。 

● 農業を振興していくためには、農業生産基盤の維持・管理や集約化等により生産性の向上を図

るとともに、新規就農者の確保・育成及び法人等の参入の支援、更にタケノコなどの地域特産

物の活用による高付加価値化、水田の畑地化、有害鳥獣対策の強化等によって、農業経営の安

定・強化を図る必要があります。 

● 農業に関する地域計画の策定に伴い、引き続き地域で抱えている問題の見える化や将来の在

り方を地域で話し合い、地域農業を将来へ継続していくために、地域計画の見直し作業が重要

となることから、行政及び関係機関が支援する必要があります。  

● 林業では、本町の面積の7割を占める森林について、木材需要の低迷や輸入材との競合等によ

る採算性の悪化により、森林所有者の施業意識の低迷や、林業従事者の高齢化が顕著になっ

ています。これにより森林の荒廃が進行した結果、森林が持つ多面的機能や風雨などの自然災

害に対する機能低下が危惧され、併せて有害獣の棲家となっていることから対策が必要となっ

ています。 

● 森林環境譲与税を活用し、大多喜町森林環境整備基本計画に基づいた森林整備等を行って

いくことが求められます。 

 

【農家数の推移】 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

農家数 1,097戸 965戸 854戸 751戸 577戸 

  

販売農家 845戸 692戸 570戸 483戸 345戸 

自給的農家 252戸 273戸 284戸 268戸 232戸 

資料：農林業センサス 

 

  



 

57 

 

 

 

 

 

 

【有害鳥獣捕獲頭数の推移】 

鳥獣の種類 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

イノシシ 1,207匹 843匹 879匹 1,240匹 828匹 

ニホンザル 148匹 171匹 270匹 277匹 241匹 

キョン 420匹 695匹 621匹 850匹 762匹 

アライグマ 268匹 258匹 318匹 355匹 420匹 

ニホンジカ 537匹 507匹 646匹 615匹 652匹 

ハクビシン 111匹 160匹 149匹 117匹 145匹 

タヌキ 110匹 108匹 162匹 153匹 177匹 

 

 

【鳥獣被害額（令和6年度）】 

鳥獣の種類 被害品目 被害件数 被害額 被害面積 

イノシシ 水稲、野菜、果樹他 62件 1,181千円 6.55 ha 

ニホンザル 水稲、野菜、タケノコ他 23件 590千円 2.934 ha 

キョン 水稲、野菜他 34件 106千円 1.622 ha 

アライグマ 水稲、野菜、タケノコ他 6件 64千円 0.03 ha 

ニホンジカ 野菜、果樹他 3件 2千円 0.13 ha 

ハクビシン 野菜、果樹他 3件 7千円 0.01 ha 

その他 野菜、タケノコ他 11件 41千円 0.252 ha 
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■ 農業従事者や中核的担い手の育成を促進しつつ、新規就農者や法人等の参入を促

し、農地の集約化を図り、農地の荒廃を防止するとともに、地域特産物の生産拡大、

普及等への支援に努めます。 

■ 有害鳥獣対策については、ICTを活用した捕獲方法や機器の導入等により被害の軽

減に努めます。 

■ 森林環境譲与税を有効的に活用するため、計画に基づく森林整備を推進します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 農業生産基盤の維持・管理 

 2 
農業後継者等の確保・育成、生産者組織の育成 

及び法人等の参入支援 

 3 生産性の向上推進 

 4 
地域特産物の開発・育成及び流通体制の充実と 

消費の拡大 

 5 有害鳥獣等への対策の強化 

 6 計画的な森林の整備や保護と総合利用 

 7 特用林産物等の生産振興 

農林業 1 

基 本 方 針 

有害鳥獣等への対策の様子 
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施策の内容 

2-1-1 農業生産基盤の維持・管理 

施策の 

方向 

◆ 補助事業を活用して農業生産基盤を維持・保全し、農業生産環境を良好にします。 

◆ 農地の集約化や水田の畑地化などを進め、農業経営の安定を図ります。 

主な事業 

◇ 多面的機能支払交付金事業 

◇ 中山間地域等直接支払交付金事業 

◇ 土地改良関係団体事業 

 

2-1-2 農業後継者等の確保・育成、生産者組織の育成及び法人等の参入支援 

施策の 

方向 

◆ 農業に関する地域計画によって、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地

利用の姿を明確化した上で、農業後継者等の確保・育成、生産組織の育成及び

法人等の参入支援を図ります。 

◆ ＵＩＪターン＊等の就農希望者の掘り起こしを行い新規就農者の育成に努めます。 

主な事業 ◇ 農業振興事業 

＊ＵＩＪターン：都市の居住者が地方に移住する動きの総称。Uターンは出身地に戻る形態、Ｊターンは出身地の近く

の地方都市に移住する形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態。 

 

2-1-3 生産性の向上推進  

施策の 

方向 

◆ ほ場の特性を踏まえた新規作物の掘り起こし及び普及に努め、併せて水田の活

用に関し、畑地化の方向性も検討します。 

主な事業 ◇ 産地育成事業 
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2-1-4 地域特産物の開発・育成及び流通体制の充実と消費の拡大 

施策の 

方向 

◆ タケノコ、ローゼル、ハーブ類、食香バラやウチワサボテンなど地域特産物の生産

拡大を図るとともに出口戦略の構築に努めます。また、地域特産物の普及を図る

ため、関係機関と協力し広域展開を進めます。 

◆ 「道の駅たけゆらの里おおたき」をはじめ、民間事業者等との連携を強化し、地域

特産物の消費拡大に努めます。 

主な事業 

◇ 農業振興事業 

◇ 産地育成事業 

◇ 味の研修館管理運営事業 

◇ 農村コミュニティーセンター管理運営事業 

◇ 都市交流センター管理運営事業 

 

2-1-5 有害鳥獣等への対策の強化 

施策の 

方向 

◆ 有害鳥獣の捕獲数増加に伴い一定の効果はでてきていますが、同時に被害件数

も増えており地域からの捕獲に対する要望が強くなっているため、更なる捕獲強

化対策を図ります。 

◆ 増加傾向にあるニホンザルは、単に檻を設置して捕獲するのではなく、片押しに

より順番に檻を設置しながらの計画的な捕獲を目指します。 

◆ 有害鳥獣捕獲においてＩＣＴ機器を積極的に活用し、捕獲従事者の見回りの負担

軽減、安全性の向上に努めます。 

主な事業 ◇ 有害鳥獣駆除対策事業 

 

2-1-6 計画的な森林の整備や保護と総合利用 

施策の 

方向 

◆ 森林所有者の合意形成を図りながら、森林環境譲与税を活用し、森林整備を推

進するとともに、森林組合等との連携により計画的な森林施業を行います。また、

促進活動として、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発、町の体

制整備等の取組を進めます。 

◆ 森林の資源を有効に活用するため、木質資源の活用方法について調査・研究を

進めます。 

主な事業 

◇ 町有林管理事業 

◇ 森林環境譲与税事業 

◇ 森林整備事業 
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2-1-7 特用林産物等の生産振興 

施策の 

方向 

◆ 農業後継者の確保育成、有害鳥獣対策の強化、竹林整備を促進することにより特

用林産物生産の増加を図ります。 

◆ タケノコやシイタケ等の特用林産物について、生産振興を図るため情報発信を

強化し、竹を活用した特産品の開発や育成を図り、特用林産物の更なるブランド

化を推進します。 

主な事業 ◇ 林業振興事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

認定農業者数 12人 18人 

有害鳥獣捕獲従事者数 46人 50人 

 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町森林整備計画 令和7年度～令和16年度 

大多喜町森林環境整備基本計画 ― 

大多喜町鳥獣被害防止計画 令和8年度～令和10年度 
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2-2 商⼯業・雇用 

 

現状と課題 

● 地域の生活利便性の維持、雇用の確保、交流人口の増加といった点において魅力ある商業機

能を維持・発展させることが不可欠であることから、電子地域通貨等による地域経済の拡大や

大型店の出店を含めた商業振興が必要となっています。 

● 地元商店の振興では、電子地域通貨やプレミアム商品券による消費喚起施策を行ってきました

が、大型店への顧客流出、少子高齢化、消費者ニーズの多様化・高度化、インターネット等によ

る通信販売の普及などが進むとともに、商業者の高齢化・後継者不足といった課題もあり、厳し

い状態が続いています。今後、地元商店が持続的に営業できるよう、地元商店と大型店が共存

するためのバランスの取れた施策展開が必要となっています。 

● 企業誘致奨励制度による企業誘致及び立地企業の規模拡大への支援、立地企業との連携強

化などを通じて工業振興を推進してきましたが、経済のグローバル化や、少子高齢化に伴う国

内需要の縮小などにより、事業者を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

● 町と商工会との連携を強化し、立地企業の経営安定化を支援していくとともに、起業者への支

援、特産品や豊富な地域資源等を活用した新たな産業づくりが必要となっています。 

● 物流拠点や家内工業的な小規模事業者など、町の特性に合わせた企業誘致の検討が求めら

れます。 

● 住民意識調査の結果では、定住促進のために力を注ぐべきこととして「企業誘致等により働く場

を増やす」という回答が最も多くなっていることから、雇用の場の確保と地元企業の事業内容や

求人情報等の周知が求められています。 

 

【事業所数・従業者数・年間販売額の推移】 

 
卸売業 小売業 

事業所数 従業者数 年間販売額 事業所数 従業者数 年間販売額 

平成24年 14事業所 68人 1,384百万円 108事業所 680人 9,047百万円 

平成28年 17事業所 112人 2,118百万円 113事業所 606人 9,881百万円 

令和3年 19事業所 105人 2,094百万円 104事業所 663人 10,248百万円 

資料：経済センサス 
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【製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額】 

 
製造業 

事業所数 従業者数 製造品出荷額 

平成24年 27事業所 725人 15,416百万円 

平成28年 26事業所 862人 20,445百万円 

令和3年 25事業所 722人 15,449百万円 

資料：経済センサス 

 

 

 

■ 商業の振興のため、電子地域通貨の発行を継続するとともに、利用店舗の増加を図

り、消費者の利便性の向上と地域経済の拡大に努めます。 

■ 商工会との連携を強化し、商業団体の強化及び小規模事業者に対する支援の充実

を図ります。また、事業承継や事業の継続への支援に努めます。 

■ 商工会、企業連絡協議会と連携を図り、既存企業の体質強化を目指します。 

■ 遊休地を把握し、企業の誘致を目指します。 

■ 豊富な地域資源を活かした産業づくり、特産品づくりを目指します。 

■ 定住人口の確保に向けて、雇用対策を推進します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 消費者の利便性向上及び商業経営の維持改善 

 2 中小企業等の事業者支援 

 3 企業の体質強化 

 4 企業の誘致 

 5 産業開発の支援 

 6 雇用の確保と地元就職の促進 

 7 外国人就労者の受け入れの推進 

基 本 方 針 

商⼯業・雇用 2 
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施策の内容 

2-2-1 消費者の利便性向上及び商業経営の維持改善 

施策の 

方向 

◆ 消費者の利便性の向上と地域経済の維持・拡大のため、電子地域通貨の発行を

継続するとともに、利用店舗の拡大を図ります。 

◆ 空き店舗での起業者支援や、商業者の高齢化や後継者不足解消への事業承継

対策に努めます。 

◆ 商店街の環境整備を行うことにより、商店街の魅力向上を目指します。 

主な事業 
◇ 商業振興事業 

◇ 地域通貨事業 

 

2-2-2 中小企業等の事業者支援 

施策の 

方向 

◆ 商工会と連携し、雇用の確保・紹介、事業承継セミナーの実施、空き店舗の調査・

紹介、経営支援等を行うことにより、中小企業等事業者の育成や強化、再生等の

支援に努めます。 

主な事業 ◇ 商業振興事業 

 

2-2-3 企業の体質強化 

施策の 

方向 

◆ 商工会、企業連絡協議会と連携し、経営及び操業環境の安定化に向けた支援や

国、県等の産業開発支援制度の周知、活用促進に努め、新たな産業創出を目指

します。 

主な事業 ◇ 商業振興事業 

 

2-2-4 企業の誘致 

施策の 

方向 

◆ 企業のニーズの把握に努め、企業誘致及び空き家・空き店舗等を活用した家内

工業的な小規模の企業などの誘致や起業を目指します。 

主な事業 
◇ 商業振興事業 

◇ 空き家を活用した起業支援事業 
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2-2-5 産業開発の支援 

施策の 

方向 

◆ 文化財、自然の風景地、歴史等の地域資源を活用し、町の特産品となる商品開発

の取組を行う事業者の経済的存立及び発展を支援します。 

主な事業 ◇ 商業振興事業 

 

2-2-6 雇用の確保と地元就職の促進 

施策の 

方向 

◆ 企業の誘致や規模拡大を推進し、雇用機会の確保を図ります。 

◆ ハローワークや企業連絡協議会、商工会等と連携した就職求人情報の提供、中

学生・高校生の職場体験やＵＩＪターンを推進する事業を活用し、事業者の採用

活動の支援等を行うことにより、地元就職やＵＩＪターンを促進します。 

主な事業 
◇ 就職情報案内事業 

◇ 定住化対策事業 

 

2-2-7 外国人就労者の受け入れの推進 

施策の 

方向 

◆ 人口減少の影響により、働き手の不足が懸念されていることから、企業への外国

人就労者の受け入れ関連施策を推進します。 

主な事業 ◇ 就職情報案内事業 
 

 

 

指標名 現状値 目標値 

電子地域通貨加盟店数 93店舗 100店舗 

年間商品販売額（卸売業、小売業集計） 12,343百万円 13,453百万円 

企業事業所数（製造業） 25事業所 25事業所（現状維持） 

企業従業者数（製造業） 722人 722人（現状維持） 

 

 

計画名 計画期間 

創業支援等事業計画 令和7年度～令和11年度 
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2-3 観光 

 

現状と課題 

● 県立自然公園に指定されている養老渓谷、麻綿原高原等の豊かな自然環境や、歴史的価値の

ある建造物が残る城下町、県民の森、ゴルフ場などのレクリエーション施設、タケノコに代表さ

れる特産品など、豊富な観光資源に恵まれています。 

● 町営駐車場の整備、街並み整備、観光センターなどの拠点整備、養老渓谷の遊歩道整備及び

街並み案内人の体制強化並びに近隣市町村、県観光協会等による広域連携での観光ＰＲなど

の取組を実施し、観光振興に努めてきました。 

● 本町の人口が減少する中、観光振興による交流人口の増加は、商業・サービス業を中心とした

産業の活性化、地元住民との交流機会の増加、新たな雇用の創出などにつながることが期待

されます。 

● 多くの観光客を呼び込むためには、官民協働のまちづくり、ボランティアガイドの体制強化、観

光拠点や商業・サービス事業所での人材育成、観光案内看板等の整備、他産業・周辺地域と連

携した情報発信や特産品の活用などに計画的に取り組むとともに、本町のシンボルである大多

喜城の観光資源としての更なる活用について、関係団体等と検討する必要があります。 

● 景観では、「房総の小江戸」としての個性的で美しい景観づくりに取り組んでいますが、更に街並

みの魅力を高めていくためには、景観形成地区内の住民の協力を得ながら、周辺環境と調和し

た統一的な景観形成に努めていくことが求められます。 

● 景観形成地区内に整備した公園や緑地等については、地域住民の協力を得ながら、計画的に

維持・管理に取り組むことが必要です。 

 

【観光入込客数】 

 
  

965,029
1,053,928 989,881

1,269,533

1,000,479

0

500,000

1,000,000

1,500,000
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（人）
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■ 関係団体やボランティアとの協働、観光拠点事業者との連携により、既存観光資源

の磨き上げや観光拠点の整備を進めます。 

■ 近隣市町村、県観光協会等との広域連携の充実を図ります。 

■ 住民と連携して町をＰＲする観光関連イベントなどの充実を図ります。 

■ 本町の地域資源を活かした親水空間である養老渓谷の遊歩道について、適切な改

修・整備を推進します。 

■ 大多喜らしい魅力的な景観を形成するため、住民の協力を得ながら街並み整備事

業を推進します。 

■ 景観形成地区内に整備した公園等について、住民との協働により、計画的な維持・管

理に努めます。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 観光・レクリエーションの推進 

 2 観光施設の整備 

 3 観光ＰＲ活動の強化 

 4 観光関係団体の支援・連携 

 5 広域観光体制の充実 

 6 特色ある親水空間の整備 

 7 魅力的な景観の形成 

基 本 方 針 

観光 3 
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施策の内容 

2-3-1 観光・レクリエーションの推進 

施策の 

方向 

◆ 町のシンボルであり観光の中核を担う大多喜城は、関係機関との協議や周辺観

光施設との連携により、エリアとして活性化するよう取り組みます。 

◆ 関東一遅く紅葉する本町の気候を活かし、もみじの植栽を推進し、老川地区や西

畑地区の魅力アップを図ります。 

◆ 大多喜お城まつりや大多喜ッズなど魅力あるイベントの開催を観光関係団体等

との協働により進めます。 

主な事業 ◇ 観光振興事業 

 

2-3-2 観光施設の整備 

施策の 

方向 

◆ 観光案内看板、駐車場、公衆トイレなど観光施設の整備を行い、観光客の受け入

れ環境を充実します。 

◆ 外国人観光客による町内観光施設・宿泊施設の利用を促進するため、外国語表

記による案内標識や観光パンフレットを整備するなど、外国人観光客に配慮した

環境づくりを推進します。 

主な事業 
◇ 観光施設整備事業 

◇ 観光施設管理事業 

 

2-3-3 観光ＰＲ活動の強化 

施策の 

方向 

◆ ホームページや観光パンフレットを充実させるほか、老朽化した看板の修繕や改

修を適切に行う事により、効果的な情報発信とＰＲ活動の強化を図ります。 

主な事業 ◇ 観光施設管理事業 
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2-3-4 観光関係団体の支援・連携 

施策の 

方向 

◆ 行政では行き届かない観光振興に取り組む団体や個人に対する支援を行い、民

間主導のサービスを推進することにより、地域も含めた観光客の受け入れ体制を

構築し、また訪れたくなる町を目指します。 

◆ 観光施設、観光関係団体と連携し、魅力あるイベントやサービスを創出し、地域経

済の活性化を図ります。 

主な事業 ◇ 観光振興事業 

 

2-3-5 広域観光体制の充実 

施策の 

方向 

◆ 近隣市町村、県観光協会等との広域連携による観光情報の発信など観光体制の

充実に努めます。 

主な事業 ◇ 観光推進広域連携事業 

 

2-3-6 特色ある親水空間の整備 

施策の 

方向 

◆ 養老渓谷の豊かな自然と触れ合える遊歩道などを適切に維持管理するととも

に、魅力向上のための整備を推進し、町内外の方に憩いの場を提供します。 

主な事業 
◇ 観光施設整備事業 

◇ 面白峡遊歩道整備事業 

 

2-3-7 魅力的な景観の形成 

施策の 

方向 

◆ 歴史的景観条例に基づく、街並み整備事業を実施し、効果的に来訪者を引き付

ける城下町の魅力的な景観づくりに努めます。 

◆ 景観形成地区内の公園等について、地域住民との協働による計画的な維持・管

理に努めます。 

主な事業 ◇ 街並み整備事業 

 

 

指標名 現状値 目標値 

観光入込客数 1,000,479人 1,062,000人 
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粟又の滝（紅葉）の様子 

大多喜お城まつりの様子 
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基本目標Ⅲ ⽣活基盤∼暮らしの質を高めるまちづくり 
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3-1 土地利用 

 

現状と課題 

● 土地は、限られた資源であるとともに、地域づくりの最も基本的な要素であることから、環境保

全と民間事業者による土地利用の総合的な調整に努めながら、町の持続的な発展に資する、

将来を見据えた土地利用を推進していく必要があります。 

● 人口減少が続く本町にとって、移住・定住人口の維持・拡大を目指した積極的な土地利用が求

められます。 

● 土地の適正かつ有効な利用を促進するため、地籍調査に取り組んでいますが、調査面積が広

大なため事業の進捗率が低く、完了までに長い年数を要することが懸念されており、大多喜町

地籍調査事業計画に基づき早期完了が求められています。 

 

【利用区分ごとの土地利用の推移】 

区分／年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

田 12.36㎢ 12.31㎢ 12.26㎢ 12.14㎢ 

畑 3.76㎢ 3.75㎢ 3.73㎢ 3.71㎢ 

宅地 3.66㎢ 3.66㎢ 3.66㎢ 3.67㎢ 

池沼 0.29㎢ 0.29㎢ 0.29㎢ 0.29㎢ 

山林 44.26㎢ 44.26㎢ 44.26㎢ 44.32㎢ 

原野 14.78㎢ 14.76㎢ 14.74㎢ 14.65㎢ 

雑種地 6.06㎢ 6.08㎢ 6.11㎢ 6.15㎢ 

その他 44.70㎢ 44.76㎢ 44.82㎢ 44.94㎢ 

合計 129.87㎢ 129.87㎢ 129.87㎢ 129.87㎢ 

 

【地籍調査進捗状況】 

町面積① 129.87㎢ 

調査不要面積② 国有林 21.81㎢ 

要調査面積③＝①－② 108.06㎢ 

現地調査済面積④  26.22㎢ 

未調査面積⑤＝③－④ 81.84㎢ 
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■ 環境保全に配慮しながら、町の持続的な発展に効果的な土地利用を推進します。 

■ 土地の適正かつ有効な利用を推進するため、地籍調査を計画的に推進します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

施策の内容 

3-1-1 有効な土地利用への誘導 

施策の 

方向 

◆ 空き家・空き地バンク制度を広く周知し、遊休地の把握に努め、環境保全や各種

法令に基づく規制を勘案しながら、効果的な土地利用を推進します。 

主な事業 ◇ 定住化対策事業 

 

3-１-2 地籍調査の推進 

施策の 

方向 
◆ 大多喜町地籍調査事業計画に基づき、事業を計画的に推進します。 

主な事業 ◇ 地籍調査事業 

 

 

指標名 現状値 目標値 

地籍現地調査済面積 26.22㎢ 30.64㎢ 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町地籍調査事業計画 令和6年度～令和11年度 

  

 1 有効な土地利用への誘導 

 2 地籍調査の推進 

基 本 方 針 

土地利用 1 
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3-2 住宅・宅地 

 

現状と課題 

● 良質な住宅や宅地の確保は、町民の快適な暮らしの基盤となるとともに定住促進に資する重

要な取組となっており、住民意識調査においても、定住促進のために注力すべきこととして「購

入・賃借しやすい住宅や住宅地を整備する」という回答が上位となっています。 

● 移住・定住の促進については、これまで行ってきた住宅建設や宅地取得に関する支援制度、空

き家・空き地の活用や移住を含め本町での定着を推進する制度等をより一層強化するとともに、

民間活力の導入による住宅・宅地の整備を図ることが求められます。 

● 町営住宅では、適正な維持・管理に努め長寿命化を図ることが必要です。 

 

【定住化対策住宅助成金利用件数の推移】 

 

 

 

【空き家・空き地バンク登録件数・成約件数の推移】 
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■ 良好な住環境の創出・保全に努めることにより、移住・定住の促進を図ります。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

3-2-1 住宅建設・リフォームに関する支援制度の利用促進 

施策の 

方向 

◆ 住宅の建設・改修や宅地の取得に関わる支援制度について、周知広報活動を行

い、町民の転出抑制及び移住の促進を図ります。 

主な事業 ◇ 定住化対策住宅助成事業 

 

3-2-2 住環境拡充の推進 

施策の 

方向 

◆ 住環境の拡充を効果的かつ効率的に進めるため、若者の定住化に向けた住宅や

宅地の整備を推進します。 

◆ 民間事業者が実施する分譲地について、事業者との協働による整備を講ずること

により町内の住宅地の確保に取り組みます。 

◆ 各種支援制度の周知や民間活力の活用により、未分譲地の販売促進を図ります。 

主な事業 ◇ 宅地造成事業 

 

  

 1 住宅建設・リフォームに関する支援制度の利用促進 

 2 住環境拡充の推進 

 3 町営住宅の整備 

 4 空き家・空き地を活用した移住促進 

基 本 方 針 

住宅・宅地 2 
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3-2-3 町営住宅の整備 

施策の 

方向 

◆ 町営住宅は、適正な維持・管理に努めるとともに適切な時期に修繕・改修をする

ことにより長寿命化を図ります。 

主な事業 ◇ 町営住宅管理事業 

 

3-2-4 空き家・空き地を活用した移住促進 

施策の 

方向 

◆ 今後も空き家は増加が予想されるため、所有者に空き家の適正管理を促すとと

もに空き家・空き地バンク制度の活用を働きかけます。 

◆ 移住希望者には、様々な広報媒体や移住相談イベント等を通じて空き家・空き地

の物件情報を積極的に発信します。 

主な事業 ◇ 定住化対策事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

定住化対策住宅助成金 

（基本補助）の年間利用件数 

10件／年 

（5年間の平均） 

20件／年 

（5年間の平均） 

住宅リフォーム奨励金の 

年間利用件数 
23件／年 25件／年 

空き家・空き地バンクの 

年間成約件数 
9件／年 10件／年 
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3-3 公共交通 

 

現状と課題 

● 公共交通機関として、町内をいすみ鉄道と小湊鉄道が走っています。また、地域間を結ぶ路線

バスが運行しているほか、高速バスが東京湾アクアライン経由で本町と東京を結んでいます。 

● 町内の交通機関は、町民及び観光客の移動手段として活用されていますが、住民意識調査の

結果をみると、本町の交通の便に対する住民の満足度は低い状況が続いているため、改善が

求められます。 

● 今後更なる少子高齢化の進行を見据え、各地域の状況やニーズに対応した交通体系を整備し

ていくことが必要となっています。 

● いすみ鉄道では、沿線の人口減少、自動車の普及並びに令和6年度に発生した事故による運休

により、厳しい経営状況が予想されることから、更なる経営努力が求められるとともに、県及び

夷隅地域2市1町と連携し、運行維持に係る支援を図っていく必要があります。 

● 路線バスでは、運行地域の人口減少により、利用者の減少が続き採算の確保が厳しい状態に

あるため、引き続き路線維持に向けた支援が求められます。 

● デマンド型乗合交通では、交通不便地域における生活の足として重要な交通手段であるため、

引き続き利用者のニーズに合った運行形態を模索し、運行を維持していく必要があります。 

● 本町と東京を結んでいる高速バスの利便性を向上させ、移住・定住人口や関係人口、交流人

口の増加につなげていくことが必要です。 

● 機能拡張される成田空港へのアクセス向上による本町の地域経済活性化等の利点を活かせ

るよう持続可能な交通体系の整備検討が求められます。 

 

 

 

■ 住民の利便性の向上及び移住・定住人口や関係人口、交流人口の増加を目的に、

地域の実情に合わせた持続可能な交通体系の整備を図るとともに各種公共交通

機関の運行を支援します。 

 

  

基 本 方 針 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

3-3-1 町内総合交通体系の整備  

施策の 

方向 

◆ 地域公共交通計画に基づき、限られた財源の中で、交通不便・空白地域の解消、

町の実情及びニーズに即した効率的・効果的で持続可能な地域公共交通の確

保を図ります。 

◆ 高齢者の運転免許証返納後も移動手段が確保されるよう公共交通機関の活用

を推進します。 

主な事業 ◇ 地域公共交通対策事業 

 

3-3-2 公共交通機関の維持・確保 

施策の 

方向 

◆ 関係機関と連携しながら、公共交通機関を支援し、その維持に努めるとともに、少

子高齢化や地域人口の減少を考慮し、地域の実情に応じた公共交通対策を実施

します。 

主な事業 
◇ いすみ鉄道対策事業 

◇ 地域公共交通対策事業 

 

3-3-3 高速バスの利便性の向上 

施策の 

方向 

◆ 首都圏中央連絡自動車道や東京湾アクアラインを経由する高速バスについて、利

便性の向上を図り、通勤・通学のための利用や観光目的による利用を促進します。 

主な事業 ◇ 地域公共交通対策事業 

  

 1 町内総合交通体系の整備 

 2 公共交通機関の維持・確保 

 3 高速バスの利便性の向上 

公共交通 3 
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指標名 現状値 目標値 

デマンド型乗合交通年間延べ利用者数 1,468人／年 2,000人／年 

高速バス町内バス停年間利用者数 17,069人／年 19,000人／年 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町地域公共交通計画 令和6年度～令和10年度 
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3-4 道路 

 

現状と課題 

● 町内の道路網は、国道2路線、県道8路線、町道524路線で構成されており、主な幹線道路は、

富津市から君津市・養老渓谷を経ていすみ市に至る国道465号が東西軸を形成し、市原市か

ら本町を経由して勝浦市に至る国道297号が南北軸を形成しています。 

● 首都圏中央連絡自動車道が整備され、東京湾アクアラインを経由した神奈川県や東京都等

への広域的道路ネットワークが向上しており、また、開通が予定される圏央道（大栄ＪＣＴ～松

尾横芝ＩＣ）により、成田空港との交通アクセスが更に強化されます。 

● 道路網の効果を本町経済の活性化に活かすため、国道297号と国道465号の未供用バイパス

部分の整備促進及び主要な県道の未改良部分の整備事業化に向けた要望等を、引き続き近

隣自治体と連携し積極的に関係機関へ要請していく必要があります。 

● 町道では、幹線道路との連携や安全性・利便性に配慮した整備計画に基づき、計画的に整備を

進めることが求められます。 

● 町内道路網の整備に取り組む際は、住民の状況やニーズを十分に考慮するとともに、道路イン

フラの老朽化に伴う維持修繕経費の増加に対しては、国庫補助金や地方債等、特定財源を確

保することや効果的な工法を選定し、長寿命化を図る必要があります。 

 

【規格改良済延長の推移】 

年度 路線数 実延長 規格改良済延長 規格改良済 

令和2年度 522路線 251,705ｍ 147,812ｍ 58.7％ 

令和3年度 522路線 251,697ｍ 147,832ｍ 58.7％ 

令和4年度 523路線 251,711ｍ 148,315ｍ 58.9％ 

令和5年度 523路線 251,711ｍ 148,315ｍ 58.9％ 

令和6年度 524路線 252,149ｍ 148,380ｍ 58.8％ 

 

 

 

■ 国・県道の整備促進について、関係自治体等との連携のもと、関係機関に対し積極

的に要請します。 

■ 道路整備計画に基づき、安全で快適な道路網の計画的な整備を推進します。 

 

  

基 本 方 針 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

3-4-1 国・県道の整備促進 

施策の 

方向 

◆ 国・県道の未整備区間について、関係自治体と連携を取りながら、早期整備を関

係機関に積極的に要請します。 

 

3-4-2 道路整備計画の推進 

施策の 

方向 

◆ 行政区からの要望等も踏まえ、全町的な道路整備計画に基づき、町内道路網の

整備を計画的に推進します。 

主な事業 ◇ 町道改良事業 

 

3-4-3 重要構造物の適切な維持・管理 

施策の 

方向 

◆ 橋梁やトンネル等の重要構造物について、予防的な修繕による長寿命化や計画

的な更新に取り組むことにより、維持・管理経費の縮減を図るとともに安全性・信

頼性を確保します。 

主な事業 

◇ 町道維持管理事業 

◇ 橋梁長寿命化事業 

◇ 基幹農道整備事業 

 

  

 1 国・県道の整備促進 

 2 道路整備計画の推進 

 3 重要構造物の適切な維持・管理 

 4 地域住民との協働による維持・管理 

道路 4 
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3-4-4 地域住民との協働による維持・管理 

施策の 

方向 

◆ 集落内道路の維持・管理について、地域住民との協働により維持管理を推進する

とともに、幹線道路における維持管理については、隣接土地所有者等の協力を

得ながら進めます。 

主な事業 ◇ 町道維持管理事業 

 

 

 

計画名 計画期間 

橋梁長寿命化計画 令和9年度～令和13年度 

トンネル長寿命化計画 令和7年度～令和11年度 

道路整備計画 令和8年度～令和12年度 
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3-5 消防・防災 

 

現状と課題 

● 常備消防・救急体制は、本町の消防・防災施策の基盤となるもので、町内に夷隅郡市広域市町

村圏事務組合消防本部及び勝浦消防署大多喜分署が設置されています。今後の人口減少や

高齢化社会の進展を踏まえ、常備消防・救急体制の維持及び適切な運用方法を検討していく

必要があります。 

● 核家族化や若年層の流出、個人の価値観の多様化が進む中で、地域において人と人とがつな

がり、お互いに助け合いながら地域をより住みやすくしていこうとする地域社会の機能が低下し

ていることから、地域の防災体制の要である消防団は、従来の地縁に基づく団員確保が難しく

なっています。また、日中、活動できる消防団員の不足や幹部役員の後継者不足等が問題とな

っているため、消防団機能を維持しつつ、組織の在り方を検討していく必要があります。 

● 大規模災害時等に重要な役割を果たす自主防災組織については、令和6年度末で26団体とな

り組織率は41％となりましたが、今後も設立の促進が求められます。 

● 防災行政無線では屋外放送施設の設置に加え、戸別受信機を配備しています。引き続き移動

系・固定系の防災行政無線の維持・管理をすることが必要です。 

● 山間部を中心とした土砂災害への備えとしては、関連法令や大多喜町地域防災計画に基づい

て、ソフト・ハード両面から対策に取り組む必要があります。 

 

【常備消防の体制、大多喜分署の人員と車両数の推移】 
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【大多喜町消防団員数の推移】 

 
 

 

【自主防災組織、組織数と組織率の推移】 

 
 

 

 

 

■ 常備消防・救急体制の適切な維持・運営により、本町の消防・防災基盤の確立を推

進します。 

■ 消防団機能の確保や充実に努めます。 

■ 自主防災組織の設立促進、防火・防災意識の高揚等により地域防災力の向上を図

ります。 

■ 防災行政無線の維持・管理に努めます。 

■ 土砂災害危険箇所への対策を推進します。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

3-5-1 常備消防・救急体制の適切な維持・運営 

施策の 

方向 

◆ 広域連携により整備が完了した常備消防・救急体制について、連携する自治体と

協力のもと、適切に維持・運営します。 

主な事業 ◇ 常備消防負担事業 

 

3-5-2 消防団機能の確保 

施策の 

方向 

◆ 消防団機能の確保のため、消防団活動について消防団員の意向を把握し、団員

の負担軽減を図り、消防団組織の在り方を検討するとともに、消防施設及び消防

機材の適切な維持・管理に努めます。 

主な事業 ◇ 消防機械器具整備事業 

 

3-5-3 地域防災力の向上 

施策の 

方向 

◆ 広大な面積を有する本町において、大規模災害発生時には公的支援（公助）が

入るまでは相当な時間を要するため、「自助」、「共助」の考え方を浸透させるため

に町民の参加する防災訓練を継続して実施するとともに、自主防災組織の設立

を引き続き推進し、地域防災力の向上を図ります。 

◆ 地域の実情に合った安全で身近な避難場所や備蓄品を整備するとともに適切な

避難所運営に努めます。 

主な事業 ◇ 地域防災対策事業 

  

 1 常備消防・救急体制の適切な維持・運営 

 2 消防団機能の確保 

 3 地域防災力の向上 

 4 防災行政無線の維持・管理 

 5 土砂災害危険箇所対策の推進 

消防・防災 5 
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3-5-4 防災行政無線の維持・管理 

施策の 

方向 

◆ 防災行政無線設備については、定期的なメンテナンスを行うなど適正な維持・管

理に努め、システムの改修については、費用対効果に留意しながら計画的に取り

組みます。 

主な事業 ◇ 防災無線維持管理費 

 

3-5-5 土砂災害危険箇所対策の推進 

施策の 

方向 

◆ 「土砂災害危険箇所」として抽出された地域について、「土砂災害警戒区域」につ

いての情報収集や情報伝達手段等の警戒避難体制の確立に努めます。 

主な事業 ◇ 地域防災対策事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

消防団員定数充足率 88.4％ 88.0％ 

自主防災組織の組織率 41.2％（26団体） 60.3％（38団体） 

町内防災無線の戸別受信機 

世帯設置割合 
90.0％ 95.0％ 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町地域防災計画 ― 

大多喜町国土強靭化計画 令和8年度～令和12年度 
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3-6 交通安全・⽣活安全 

 

現状と課題 

● 首都圏中央連絡自動車道の整備など、広域的交通網の利便性が向上したことなどにより、町内

の国道等の幹線道路を中心に交通量が増加し、交通事故発生の危険が増している状況を踏ま

え、引き続き関係機関と連携した取組や、町道の安全対策施設の修繕・更新等を随時行うこと

により、今後も継続して効果的な交通安全対策を講じていく必要があります。 

● 高齢化の進行に伴い、高齢者が交通事故の被害者や加害者になるケースが増加していること

から、高齢者への交通安全意識の啓発や運転免許証の返納を推奨することが必要です。 

● 社会の多様化や地域のつながりの希薄化、犯罪の巧妙化等を背景として、人々が犯罪に巻き

込まれやすい環境となっており、特に高齢者や若者を狙った詐欺事件が依然として多くなって

います。 

● 犯罪抑止力の向上を図るため、関係機関との連携のもと、防犯知識の普及や防犯意識の啓発、

地域の防犯環境の見直し・整備等の取組を推進していくとともに、特殊詐欺については手口が

巧妙化・悪質化していることから、被害抑制のため、継続した対策を講じることが必要です。 

● 住民が安全で安心に暮らせる地域社会を築くためには、罪を犯した者が円滑に立ち直ることが

できるよう支援していくことが大切です。また、安全・安心なまちづくりのためにボランティアとし

て活動している保護司会や更生保護女性会など、更生保護に関わる人や団体の活動を支援す

ることや、既存の福祉の支援や地域での活動が連携することは、再犯防止につながることが期

待されます。 

● 防犯灯の新設については、維持管理の負担がすべて町であるため、設置要望に対する費用対

効果の精査が重要であり、大多喜町通学路安全対策協議会からの意見聴取、現地調査等を踏

まえ効果的な設置が必要です。 

● 商品・サービスの多様化・複雑化や事業者と消費者の情報格差の拡大、電子商取引の普及等

を背景として、偽装・不正表示や悪徳商法、クレジットカードの不正使用など、様々な手口により

被害に遭う消費者が増加しています。 

● 消費生活に関するトラブルを未然に回避するためには、消費者は多様な知識を身に付けておく

ことが必要であり、自治体には関係機関と連携を図りながら消費者教育や情報提供を実施して

いくことが求められています。 

● 町民が消費トラブルに巻き込まれた際には、問題解決に向け専門的な支援が必要となることか

ら、相談体制の充実が求められます。 
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【大多喜町交通事故発生件数の推移】 

 
 

 

【大多喜町犯罪発生件数の推移】 

 
 

 

 

 

■ 関係機関との連携のもと、啓発活動や施設整備等を推進し、交通事故や犯罪が起き

にくい安全・安心なまちをつくります。 

■ 町民が安心して消費生活を送れるよう、消費者教育の推進や消費者意識の高揚を

図るとともに、相談体制の充実に努めます。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

3-6-1 交通安全意識の啓発 

施策の 

方向 

◆ 警察や交通安全協会等の関係機関とともに、交通安全教室や街頭キャンペーン

などの各種行事を実施します。また、高齢者の交通安全意識の啓発及び運転免

許証の返納の推奨を継続して実施します。 

主な事業 ◇ 交通安全対策事務費 

 

3-6-2 交通安全施設の整備 

施策の 

方向 

◆ 町道の交通事故多発地点や危険箇所を特定し、住民からの要望も踏まえて、区

画線や反射板、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の計画的な整備に

努めます。 

主な事業 ◇ 交通安全対策事業 

 

  

 1 交通安全意識の啓発 

 2 交通安全施設の整備 

 3 防犯対策の推進 

 4 消費者教育・啓発の推進 

 5 消費者相談体制の充実 

交通安全・⽣活安全 6 
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3-6-3 防犯対策の推進 

施策の 

方向 

◆ 犯罪の巧妙化等を背景として、人々が犯罪に巻き込まれやすい環境となっている

ことから、犯罪抑止力の向上を図るため、関係機関との連携のもと、防犯知識の

普及や防犯意識の啓発、地域の防犯環境の見直し・整備等を推進します。 

◆ 保護司会、更生保護女性会の活動を支援することで、犯罪や非行をした人等の

再犯・再非行の防止と円滑な社会復帰を促進します。また“社会を明るくする運

動”等の広報啓発活動を通じて、犯罪や非行をした人の立ち直りについて、地域

社会の理解促進に取り組みます。 

◆ 各地区から寄せられる防犯灯新規設置要望に対し、現地確認をするとともに通

学路については、大多喜町通学路安全対策協議会に諮り、また費用対効果を考

慮し、適正配置に努めます。 

主な事業 ◇ 防犯対策事業 

 

3-6-4 消費者教育・啓発の推進 

施策の 

方向 

◆ 消費をめぐる環境変化に対応した、広報紙やポスター・パンフレット等を活用し、

町民の消費者問題に対する意識の啓発に努めます。 

 

3-6-5 消費者相談体制の充実 

施策の 

方向 

◆ 様々なトラブルの相談に適切かつ迅速に対応できるよう、引き続き関係機関との

連携を図り、相談体制の充実に努めます。 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

交通事故発生件数 16件 10件 

犯罪発生件数 37件 25件 

特殊詐欺電話対応電話機補助件数 21件 35件 
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基本目標Ⅳ ⽣活環境∼自然環境と調和したまちづくり 
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4-1 環境保全 

 

現状と課題 

● 住民意識調査の結果をみると、今後のまちづくりの方向を「環境保全のまち」とする回答が継続

して多くなっており、町民の環境に対する関心は高く、環境保全に向けて様々な取組が求めら

れます。 

● 環境問題の解決に向けて一体的に取り組むことが求められることから、町民や各種団体、事業

者、行政等の各主体に期待される役割や行動を明らかにし、各種の施策を総合的に推進して

いくことが必要です。 

● 環境保全として、近隣住宅へ影響を及ぼすおそれのある空き家への対策を実施していく必要

があります。 

● 環境に係る各種補助事業については、広報紙やホームページ等により広く周知をしていますが

補助件数が少ないのが現状です。 

● 地球温暖化の防止に向けては、脱炭素社会づくりに向けた意識の向上を図るとともに、再生可

能エネルギーの導入支援等の具体的な取組を計画的に推進していくことが求められます。 

● 身近な環境美化については、ごみのポイ捨てや不法投棄の防止に向けた啓発活動や、ごみゼ

ロ運動や地域の環境美化運動等を展開しているボランティア団体の育成・支援等に取り組む

必要があります。 

● 大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び令和

7年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」について、関係機関と情報共有を図

るとともに、無許可の違法埋立て及び不法投棄については引き続き監視活動を行うなど、監視

体制を継続する必要があります。 

 
 

【ごみゼロ運動参加団体数の推移】 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

ごみゼロ運動

参加団体数 
― ― ― 48団体 54団体 
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【住宅用設備等脱炭素化促進事業補助件数の推移】 

 

 

 

 

■ 住宅用蓄電池、電気自動車及びV2Hシステム＊
導入を促進し、地球にやさしい脱炭

素社会を構築します。 

■ 埋立て事業による環境汚染や災害を未然に防止するため、関係条例・法令を遵守し

住民の安全・安心な生活環境の保全に努めます。 

＊V2Hシステム：家庭の電力を電気自動車やプラグインハイブリッド車の充電に使えるだけでなく、これ

らの電気自動車等のバッテリーに蓄えられた電力を家庭でも使える、双方向の電力供給システム。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

施策の内容 

4-1-1 脱炭素社会の推進 

施策の 

方向 

◆ 地球温暖化・気候変動の原因となる温室効果ガスのうち、最も排出量の多い二

酸化炭素（CO2）について、実質的な排出量ゼロを目指す脱炭素社会の推進に努

めます。 

◆ 戸建て住宅を対象とした住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金により、蓄電

池、電気自動車、V2Hシステム導入など、再生可能エネルギーの普及促進を図り

ます。 

主な事業 ◇ 環境保全事業 
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4-1-2 環境美化の推進 

施策の 

方向 

◆ ごみゼロ運動の推進に努めるとともに、不法投棄問題は、引き続き監視活動を継

続して未然防止対策に努めます。 

主な事業 ◇ 環境保全事業 

 

4-1-3 地域環境の保全 

施策の 

方向 

◆ 事業用太陽光設備の設置に関し指導要綱に基づく適正指導に努め、災害の防

止、生活環境、自然環境及び景観の保全等を図ります。 

◆ 環境保全としての管理不全空き家＊対策を進めます。 

◆ 埋立て事業により懸念される環境汚染や災害から住民の安全・安心な生活環境

を保全するため、許可申請等、適正な取り扱いを行うとともに、関係機関と常に情

報共有を図るよう努めていきます。 

◆ 地下水の水質監視は継続して行う必要があることから、引き続き検査を実施し監

視を行います。 

主な事業 
◇ 環境保全事業 

◇ 空き家対策事業 

＊管理不全空き家：適切な管理が行われずそのまま放置すれば「特定空き家」になる可能性のある空き家。 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

住宅用設備等脱炭素化促進 

事業補助金の年間利用件数 
4件 6件 

ごみゼロ運動参加団体数 54団体 54団体（現状維持） 

ポイ捨てごみ回収量 3,886㎏ 3,886㎏（現状維持） 
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4-2 環境衛⽣ 

 

現状と課題 

● 現在、可燃ごみの焼却処理は、いすみ市に事務委託し焼却処理を行っていますが、令和１４年

度供用開始に向け、市原市で新たに設置予定のごみ処理施設へ夷隅郡市２市２町の可燃ごみ

の焼却処理を事務委託することについて協議が整ったことから、今後は移行について引き続き

市原市と協議を進めるとともに、町では市原市への可燃ごみの搬送に向けた中継施設整備等

が必要となります。 

● 分別収集品目については、「ごみ収集カレンダー」と｢ごみの正しい出し方｣を配布し、町民の協

力を得て分別収集した上で大多喜町環境センター等において資源化を図っています。また、ご

みの処理には多額の経費がかかるため、環境負荷低減の観点からも、町民や事業者、行政と

いった各主体が、ごみの減量化・資源化に向けて、より積極的な取組を進めていくことが求めら

れます。 

● ごみ集積所は、各行政区で設置・管理されていますが近年行政区に所属しない世帯もあること

から、新たなルールづくりも求められています。 

● 災害ごみの仮置き場は、現在は環境センター敷地内で対応していますが、大規模災害に対応

するため、環境センター敷地とは別の場所に仮置場の設置を検討する必要があります。 

● 上水道は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の水道局による給水体制の維持を図ります。 

● し尿処理は、環境衛生組合による収集・処理体制の維持を図るとともに、浄化槽設置者に対し

適正な維持・管理を指導していくことが必要です。 

● 汚水処理は、大多喜町生活排水処理基本計画に基づき、合併処理浄化槽の転換を推進すると

ともに、関係機関と連携して今後も広報紙やホームページ等を活用し、補助金制度の更なる周

知を図っていきます。 

● 斎場については、いすみ市と連携を図りながら、適正な管理に努めます。 
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【１人１日当たりのごみ排出量の推移】 

 
 

【ごみ焼却量の推移】 

 
 

【ごみ資源化量の推移】 

 
 

【家庭用合併処理浄化槽設置基数の推移】 
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■ 環境負荷の低減を目指し、ごみの発生抑制・再利用・再生利用を促進するとともに、

きれいなまちづくりを推進し、循環型社会の構築を進めます。 

■ 安全で衛生的な水の安定供給に努めます。 

■ 県や周辺自治体、関係機関と連携のもと、し尿の収集・処理体制の維持や浄化槽の

適正な維持・管理指導、斎場の適正管理を推進します。 

■ 合併処理浄化槽への転換による汚水処理を進め、河川等の公共水域の水質保全を

図ります。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 ごみの発生抑制・再利用・再生利用の意識の高揚 

 2 ごみ収集・処理体制の整備と分別の徹底 

 3 災害ごみの仮置場の確保 

 4 水道水の安定供給 

 5 上水道未普及地域への支援 

 6 し尿収集・処理体制の充実 

 7 合併処理浄化槽の設置促進及び適切な管理指導 

 8 斎場の適正管理 

基 本 方 針 

環境衛⽣ 2 
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施策の内容 

4-2-1 ごみの発生抑制・再利用・再生利用の意識の高揚 

施策の 

方向 

◆ ごみの発生抑制・再利用・再生利用への意識高揚を目標に掲げ、広報紙・ホーム

ページ等により住民周知に努めます。 

◆ 生ごみ処理機については、制度の必要性を周知し、普及促進に努めます。 

主な事業 
◇ 環境センター運営事業 

◇ 環境保全事業 

 

4-2-2 ごみ収集・処理体制の整備と分別の徹底 

施策の 

方向 

◆ 人口減少・少子高齢化の進行等への対応を踏まえ、将来にわたり持続可能なご

みの適正処理を確保していくために、ごみ処理の効率化や環境負荷の低減を図

ります。 

◆ 市原市の新たなごみ処理施設供用開始となる令和１４年度に向け引き続き市原

市と協議を進めるとともに、市原市への可燃ごみの搬送に向けた中継施設整備

等を計画的に進めます。 

◆ これまで各行政区でごみ集積所の設置・管理に関する手続きを行ってきました

が、今後は行政区に所属しない世帯に配慮したルールの見直しに努めます。 

主な事業 ◇ 環境センター運営事業 

 

4-2-3 災害ごみの仮置場の確保 

施策の 

方向 
◆ 災害ごみの仮置場の確保を図ります。 

主な事業 ◇ 環境センター運営事業 
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4-2-4 水道水の安定供給 

施策の 

方向 

◆ 上水道は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の水道局による広域連携により事業

を行い「夷隅地域水道事業統合・広域化基本計画」に基づき、連携する自治体と

協力のもと、安定給水の維持に努めます。 

主な事業 ◇ 上水道運営事業 

 

4-2-5 上水道未普及地域への支援 

施策の 

方向 

◆ 上水道未普及地域に対する生活用水供給施設の設置及び施設改修支援制度の

活用促進を図り、上水道区域内世帯との均衡を図ります。 

主な事業 ◇ 水道未普及地域対策事業 

 

4-2-6 し尿収集・処理体制の充実 

施策の 

方向 
◆ 夷隅環境衛生組合によるし尿処理・収集体制の維持に努めます。 

主な事業 ◇ 環境衛生事務費 

 

4-2-7 合併処理浄化槽の設置促進及び適切な管理指導 

施策の 

方向 

◆ 大多喜町生活排水処理基本計画に基づき、引き続き合併処理浄化槽への転換

を図ります。 

◆ 関係機関や事業者と連携を図りながら、広報紙やホームページ等による周知を

推進し、浄化槽設置者に対し適切な維持・管理を指導します。 

主な事業 ◇ 合併処理浄化槽設置整備事業 

 

4-2-8 斎場の適正管理 

施策の 

方向 
◆ いすみ市と連携し、斎場の計画的な維持・管理と効率的な運営に努めます。 

主な事業 ◇ 斎場無相苑管理運営事業 
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指標名 現状値 目標値 

一般廃棄物排出量 2,662ｔ 2,569ｔ 

ごみ資源化率（焼却灰を除く） 16.1％（429ｔ） 16.2％（416ｔ） 

汚水処理人口比率 47.5% 51.7% 

 

 

計画名 計画期間 

一般廃棄物処理基本計画 令和8年度～令和22年度 

中継施設基本構想 令和8年度～令和13年度 

循環型社会形成推進地域計画 令和8年度～令和13年度 

大多喜町生活排水処理基本計画 令和7年度～令和16年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境センターの様子 
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基本目標Ⅴ 教育・⽂化∼⼈を育み若者を育てるまちづく
り 
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5-1 子ども教育 

 

現状と課題 

● 子ども教育では、情報化の進展や技術の急速な進歩、グローバル化等により変化の激しい現代

にあって、「生きる力」の育成がますます重要になる中、今後は学校規模、地域ニーズに応じた特

色ある教育活動を展開するとともにキャリア教育や学校・家庭・地域との連携を更に推進し、確

かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を、より一層充実させていくことが求められます。 

● こどもたちが町の歴史や文化に興味を持ち、郷土を愛する心が育つよう、資料の充実や積極的

な情報提供に取り組むとともに、保育園から中学校までの英語教育、情報モラルに関する学習

や生命（いのち）の安全教育等をとおしての人権意識の高揚、教職員の研修等による指導力の

向上などを図ることが必要です。 

● 不登校対策では、本人の意思を十分に尊重した上で、家庭及び関係機関等と連携し、一人ひと

りの状況に応じたきめ細かい支援を行うことが必要です。 

● 整備したＩＣＴ環境を積極的に活用し「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実さ

せることで「主体的・対話的で深い学び」を実現させるとともに、地域特性を活かし、英語教育や

幼児教育など本町ならではの特色ある教育環境の整備が求められます。 

● 学校施設では、適切な施設の維持・管理に加え、施設ごとの個別施設計画をもとにすることで、

中長期的な視点を持って、更新や長寿命化等を着実に実行するとともに、地域コミュニティの

拠点形成を目指すことが求められます。 

● 学校給食センターでは、安全で安心な給食の提供をしていくために、施設の老朽化や職員の雇

用体制などを含め、今後の事業運営について検討していく必要があります。 

● 本町には県立高校や私立中等教育学校及び大学があり、地域の教育拠点としてまちづくりや人

づくりと密接に結びついていることから、これらの教育機関と連携した子どもの教育の推進が求

められます。 

● 町は、県立大多喜高等学校の特色ある教育活動を支援することで学校の魅力向上を図るとと

もに、当該高等学校を核とした地域との協働による高等学校教育改革推進事業（コンソーシア

ム）＊の推進を図ります。 

 
＊高等学校教育改革推進事業（コンソーシアム）：高等学校が自治体、高等教育機関、産業界等と連携し、地域

課題解決などの探究的な学びを推進する取組のこと。 
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【児童生徒数等の推移】 

 
各年度5月１日時点 

資料：学校基本調査 

 

 

【令和7年度大多喜町小中学校児童生徒数の状況（5月1日時点）】 

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 

西小 6人 16人 11人 15人 6人 19人 73人 

大多喜小 26人 29人 26人 38人 44人 34人 197人 

小学校 

（合計） 
32人 45人 37人 53人 50人 53人 270人 

大多喜中 45人 59人 59人 ― ― ― 163人 

 

 

 

■ 児童生徒の「生きる力」を育成します。 

■ 教職員の資質・能力の向上を図ります。 

■ 学校危機管理体制の充実と強化に一層努めます。 

■ 地域と共に歩む学校づくりを推進します。 

■ 時代や社会の要請や教育課題へ組織的に対応します。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 
学校教育における｢確かな学力｣｢豊かな心｣ 

｢健やかな体｣の育成 

 2 時代に合った教育環境の整備 

 3 学校危機管理体制・組織運営の充実 

 4 地域の施設、人材の積極的な活用 

 5 不登校児童生徒への支援 

 6 学校関係施設の充実 

 7 学校給食の充実 

 8 県立高校の魅力アップへの支援 

 9 大学など教育機関との連携 

子ども教育 1 

ICT 教育の様子 
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施策の内容 

5-1-1 学校教育における｢確かな学力｣｢豊かな心｣｢健やかな体｣の育成 

施策の 

方向 

◆ こどもたちを取り巻く社会環境は、少子高齢化、グローバル化、国際情勢の緊張

化、高度情報化、価値観の多様化などめまぐるしく変化している中、様々な課題解

決を通じて、未来に向かって、持続可能な社会の維持・発展の担い手となれるよ

う、「生きる力」を育みます。 

◆ 個々のニーズに応じた適切できめ細かな指導に努め、基礎的・基本的な「知識及

び技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう、人間性」の習得を図り「確か

な学力」を育成します。 

◆ 道徳を中心に「考え、議論する道徳」の実践に努めるとともに、様々な体験活動を

通して「豊かな心」の育成を図り、自然や生命を大切にする態度を養います。 

◆ 学校教育活動全体をとおして生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成と

体力の向上を図り「健やかな体」を育成します。 

◆ こどもから高齢者までの人としての成長を見据え、学校・家庭・地域などが連携し

社会を挙げて教育に取り組むよう努めます。 

◆ 町のこどもたちの英語教育全体を見通した教育活動を推進するため、英語教育

支援アドバイザーを委託し、三育学院大学と連携を密に図りながら保育園・小学

校・中学校の一貫した英語教育の充実を図ります。 

主な事業 

◇ 教育振興事業 

◇ 教育委員会事務事業 

◇ 小学校教育振興事業 

◇ 中学校教育振興事業 

◇ 小学校施設管理事業 
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5-1-2 時代に合った教育環境の整備 

施策の 

方向 

◆ 児童生徒が、ＩＣＴ等を活用し、何が重要かを主体的に考え、他者と協働し、新た

な価値を創造するために必要な情報活用能力を育成します。 

◆ ＩＣＴ等を活用し、学校行事や学校にこられない児童生徒への授業の配信を実施

するとともに、心や体調の変化を早期発見し、不登校の未然防止を図ります。 

◆ 地元企業と連携し職場体験学習などのキャリア教育を推進します。 

◆ 学校教育の場において、ＩＣＴ機器の充実と授業における活用を図るとともに指導

者の習熟度向上に努め、児童生徒の情報教育能力の向上を促進していきます。 

◆ 新しい教育内容に即した教材、教具の整備充実に努めます。 

主な事業 
◇ 小学校施設管理事業 

◇ 中学校施設管理事業 

 

5-1-3 学校危機管理体制・組織運営の充実 

施策の 

方向 

◆ 「緊急時における町の連絡体制マニュアル」を随時見直し、非常事態に応じた的

確な対応ができるように学校組織体制の充実と教育委員会との連携を強化し、

学校危機管理体制の充実を図ります。 

◆ 学校における職員間及び学校管理職と教育委員会が連携を図り、教職員の資質

の向上や学校組織運営の充実に努めます。 

◆ 学校運営協議会制度の導入により、学校・家庭・地域が連携・協働し、一体となっ

てこどもたちを育てていくことを支援します。 

主な事業 

◇ 小学校施設管理事業 

◇ 中学校施設管理事業 

◇ 教育委員会事務事業 
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5-1-4 地域の施設、人材の積極的な活用 

施策の 

方向 

◆ 図書館や体育施設など地域の施設を活用し、教育活動の充実を図ります。 

◆ 学校教職員と三育学院大学のＡＬＴ＊との共通理解を図り、英語力の向上に努め

るとともに、学習サポーターなどの人材活用や学校施設管理においても、地域と

協力しながら推進します。 

◆ 少子化が進む中、児童生徒が将来にわたり多様なスポーツ・文化芸術活動に親

しむ事ができる機会を確保するため、部活動改革を推進します。 

主な事業 ◇ 教育委員会事務事業 

＊ALT：Assistant Language Teacherの略、日本の小中学校や高等学校などで、外国語教育、特に英語の授業をサ

ポートする外国人指導助手のこと。 

 

5-1-5 不登校児童生徒への支援 

施策の 

方向 

◆ 家庭と連携し、児童生徒の特性や状況を理解するとともに、県教育委員会とも連

携し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや夷隅地区不登校等

児童生徒サポートセンター訪問相談担当教員、夷隅健康福祉センター、児童相

談所、町健康福祉課等による共通理解を進めることで、児童生徒にとって有効な

学びの場の設定を図ります。 

◆ ＩＣＴを活用し、不登校児童生徒への授業の配信を実施します。 

主な事業 ◇ 教育委員会事務事業 

 

5-1-6 学校関係施設の充実 

施策の 

方向 

◆ 安全・安心な施設環境の確保や教育環境の質的向上を図るため、計画的に学校

施設の整備を推進します。 

主な事業 

◇ 小学校教育振興事業 

◇ 中学校教育振興事業 

◇ 小学校施設管理事業 

◇ 中学校施設管理事業 
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5-1-7 学校給食の充実 

施策の 

方向 

◆ 学校給食に係る衛生管理を一層強化するとともに、児童生徒の健康体質や栄養

バランスに配慮した安全で安心な給食の提供に努めます。 

◆ 給食業務の合理化・効率化を図るため、調理や配送業務等の民間委託の実施を

推進します。 

◆ 施設設備の老朽化及び少子化による児童生徒数の減少を考慮した上で、広域連

携の可能性を多角的な観点で検討します。 

主な事業 ◇ 学校給食センター管理運営事業 

 

5-1-8 県立高校の魅力アップへの支援 

施策の 

方向 

◆ 大多喜高等学校においても、ネイティブな環境で英語学習ができるよう、三育学

院大学のＡＬＴの派遣経費や生徒の英語検定料を補助し、保育園から小中学校

そして高等学校へと連続した英語教育を推進します。 

◆ 町や企業等との連携を図り、地域に根差した高等学校としてキャリア教育を充実

します。 

主な事業 ◇ 大多喜高校支援推進事業 

 

 

5-1-9 大学など教育機関との連携 

施策の 

方向 

◆ 保育園から中学校まで系統的な学びの体系を整備するとともに、三育学院大学

講師と連携を密にし、保・小・中一貫した英語教育の充実を図ります。 

◆ 千葉工業大学との包括的連携協定のもと、千葉工業大学が所有する知的財産を

活用し、タブレットを活用したＩＣＴ教育支援や小中学生対象の出前授業を行い

ます。 

主な事業 ◇ 教育委員会事務事業 
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指標名 現状値 目標値 

中3生徒における 

英検3級程度の英語力保有率 
11.3％ 30％ 

学校評価アンケートの満足度 

（児童・生徒） 
89.0％ 90％ 

学校評価アンケートの満足度 

（保護者） 
85.4％ 90％ 

 

 

計画名 計画期間 

学校施設の個別施設計画 令和4年度～令和13年度 
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5-2 ⽣涯学習 

 

現状と課題 

● 町民が生涯にわたって生きがいを持って充実した人生を送っていくためには、誰もが学びたい

ときに容易に学びの場を得られる環境の整備が求められます。 

● 生涯学習活動の拠点となる公民館や図書館の施設改修を進めるなど、生涯学習の環境づくり

に努めてきたことに加え、各種団体の協力も得て、多様な生涯学習プログラムの企画・実施に

取り組み、町民の生涯学習活動を促進してきました。 

● 今後のまちづくりでは、地域コミュニティの活性化や住民と行政との協働の重要性が増している

ことから、生涯学習活動の更なる充実や生涯学習に関する情報の効果的な提供、活動団体へ

の支援充実、図書館の機能強化等を図るとともに、幼児から高齢者まで切れ目なく生涯学習活

動が展開されるような取組を推進することにより、得られた成果を地域に還元していくことが求

められます。 

● 青少年の健全育成では、これまで地域や関係機関と連携を取りながら、スポーツ等のイベント

や社会体験活動、清掃美化活動、防犯パトロール等を実施しており、今後も継続的に活動を実

施することが求められます。 

● 図書館の利用者は、増加しているものの利用する人と利用しない人が二極化しているため、多

くの住民が利用したいと思う図書館にしていくことが望まれます。 

● 図書館では、蔵書のインターネット検索・予約等による利用サービスの普及を進めるとともに、

図書館における若年層ボランティアの人材（読み聞かせ等）の育成など将来を見据えた活動

体制づくりを推進していくことが必要です。 

 

【図書館本貸出数の推移】 
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■ 住民がそれぞれの目的や志向、ライフステージに応じて学習できる環境を整備し、

生涯学習活動を活性化します。 

■ 地域や関係機関が連携して、青少年を取り巻く地域環境の整備をするとともに、社

会的に自立できる健全な青少年の育成に努めます。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

5-2-1 学習機会の提供 

施策の 

方向 

◆ 住民ニーズを踏まえた学級・講座の内容により、学習活動のきっかけづくりや学習

意欲の向上に向けた取組を関係機関と連携しながら進めます。 

主な事業 ◇ 生涯学習推進事業 

 

5-2-2 生涯学習活動の活性化に向けた情報の提供 

施策の 

方向 

◆ 広報紙やホームページ、ＳＮＳをとおして発信する生涯学習に関わる情報が住民

に行き渡り、住民にとってわかりやすく、役に立つ内容で、有効に活用されるように

努めます。 

主な事業 ◇ 生涯学習推進事業 

  

 1 学習機会の提供 

 2 生涯学習活動の活性化に向けた情報の提供 

 3 活動団体の支援充実 

 4 こどもの読書活動の推進 

 5 図書館の機能強化 

 6 生涯学習施設の整備・充実 

基 本 方 針 

⽣涯学習 2 
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5-2-3 活動団体の支援充実 

施策の 

方向 

◆ 生涯学習活動を行う各種団体やグループ等を支援することにより、活動の継続に

努めます。 

◆ 青少年の健全育成のために地域や関係機関と連携を取りながら、スポーツ等の

イベントや社会活動、清掃美化活動、防犯パトロール等を実施していますが、今

後も継続的に活動を実施し、青少年の健全育成に取り組みます。 

主な事業 
◇ 生涯学習推進事業 

◇ 青少年健全育成事業 

 

5-2-4 こどもの読書活動の推進 

施策の 

方向 

◆ 子ども読書活動推進計画に基づき、各種事業を展開しこどもが読書に親しむため

の機会の提供、こどもの自主的な読書活動の推進、読書活動についての啓発活

動と推進体制を継続して整備します。 

◆ 「読書思い出帳」の導入等、未就学児から高齢者まで、より多くの住民に読書への

関心を持ってもらえるよう利用増対策に努めます。 

主な事業 ◇ 図書館管理運営事業 

 

5-2-5 図書館の機能強化 

施策の 

方向 

◆ 図書資料を適切に収集・保存・整理し、町民が利用しやすい図書館づくりに努め

るとともに、蔵書のインターネット検索・予約システムの利用普及と機能強化に努

めます。 

主な事業 ◇ 図書館管理運営事業 

 

5-2-6 生涯学習施設の整備・充実 

施策の 

方向 

◆ 利用者の利便性に考慮した施設の改修等を計画的に進め、誰もが利用しやすい

生涯学習施設を目指します。 

◆ 子育て世帯の移住・定住を促進するため、「大多喜お城の森公園」の適切な維持

管理、遊具の充実等の環境整備に努めます。 

主な事業 
◇ 公民館管理運営事業 

◇ 公園管理事業 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

公民館延べ利用者数 15,655人 16,000人 

図書館本貸出冊数 38,300冊 39,000冊 

 

 

計画名 計画期間 

第４次子ども読書活動推進計画 令和6年度～令和10年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

読書思い出帳に記帳する様子 



 

114 

 

5-3 芸術・⽂化 

 

現状と課題 

● 文化団体連絡協議会を中心に行っている文化団体発表会等への支援により、町民が芸術・文

化活動を実践する場や多様な芸術・文化に触れる機会の充実を図ってきました。 

● 住民ニーズに応じて活動施設を整備充実させるとともに、町民が自らの活動成果を発表する場

の拡充や文化行事への町民参加の促進等により、更なる芸術・文化活動の活性化を図ること

が求められます。 

● 少子高齢化が急速に進む中、本町の芸術・文化活動の担い手として期待される各種団体では、

会員が高齢化するとともに会員数が減少している団体が多いことから、若年層の加入促進や

指導者を中心とした後継者の育成が必要です。 

● 本町には、県下有数の文化財が残されていますが、これを次世代に確実に継承していくために、

町民と行政とが一体となって、適切な保護と保存に努めることが求められます。 

● 文化財は、町民の郷土に対する誇りと愛着を創出するものであるとともに、観光客を引き付ける

地域資源であることから、町の内外に効果的に発信し、戦略的に活用していく必要があります。 

● 千葉県立中央博物館大多喜城分館については、町移譲に伴い、引き続き必要な施設改修等、

千葉県への要望調整に取り組むとともに、重要な文化資産、また貴重な地域資源として幅広い

保護・活用が求められます。 

 

【文化団体数の推移】 

 
 

 

 

■ 芸術・文化団体への支援や活動環境の整備により、芸術・文化活動の活性化を支援

します。 

■ 文化財を適切に保護・保存するとともに、まちづくりに有効に活用します。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

施策の内容 

5-3-1 学習グループ・団体活動への支援充実 

施策の 

方向 

◆ 文化団体連絡協議会を支援することで、文化団体発表会等のイベントを支援し、

活動の充実を図ります。 

◆ 文化団体会員の高齢化により会員数が減少しているため、活動団体の育成や若

年層を中心に会員の加入促進に努めます。 

主な事業 ◇ 生涯学習推進事業 

 

5-3-2 文化資産の保護・活用 

施策の 

方向 

◆ 無形文化財保存団体の育成及び後継者確保の支援を行い次世代への継承を図

ります。 

◆ 千葉県立中央博物館大多喜城分館の町移譲後の利用方針や活用計画等を検

討し、交流人口の増加と観光振興に努めます。 

◆ 台古墳群の活用計画を検討します。 

主な事業 ◇ 文化財保護活動費 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

文化団体数 31団体 31団体（現状維持） 

 

  

 1 学習グループ・団体活動への支援充実 

 2 文化資産の保護・活用 
芸術・⽂化 3 
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5-4 スポーツ 

 

現状と課題 

● 健康を取り巻く社会状況の変化とともに健康に対する意識が高まる中、町民のスポーツを通じ

た健康づくりへの関心が高まっており、町民がスポーツをより身近なものとして実践できるよう、

スポーツ活動に触れ合う機会を拡充する必要があります。 

● 海洋センターや野球場、テニスコート、総合グラウンド等でスポーツ活動が行われているのに

加え、学校施設を開放することにより、町民が身近にスポーツに親しめる環境を整えてきました。 

● スポーツ協会やスポーツ推進委員、関係団体等と連携し、幅広い年代が参加できる各種のス

ポーツ教室や大会等を実施し、町民がスポーツ活動を実践する機会を提供しています。 

● パンプトラック施設を拠点にＢＭＸ＊
、スケートボード等のアーバンスポーツを推進し、スポーツ

活動に関わる関係人口の創出拡大を図ります。 

● 今後も、スポーツ施設の維持・管理や指導者等の育成に努めることにより、スポーツ活動の基盤

を充実させることが求められます。 

 

＊ＢＭＸ：Bicycle Motocrossの略、特定の自転車を使用した自転車競技及び競技で使用する自転車のこと。 

 
 

【スポーツ施設利用者数の推移】 

 
 

 

 

 

■ こどもから高齢者まで気軽にスポーツに親しめる環境を整え、町民スポーツ活動を

活性化します。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

5-4-1 指導者の育成と各種団体との連携強化によるスポーツの振興 

施策の 

方向 

◆ 指導者講習会等を実施し、指導者の育成を推進することにより、町民が適切な指

導を受けられる基盤を整備し、スポーツ活動への参加者拡大を図ります。 

◆ 総合型スポーツクラブや各スポーツ団体と連携し、こどもから高齢者まで誰もが

スポーツに親しみ、スポーツ活動を通じて健康づくりや地域活性化を図ることが

できるよう、地域に根差したスポーツ活動に触れ合う環境づくりに努めます。 

◆ 学校の部活動を地域へ円滑に展開させる取組を学校教育と共に進め、展開後は

地域クラブや各種団体と連携を図ります。 

主な事業 
◇ 保健体育振興事業 

◇ 海洋センター管理運営事業 

 

5-4-2 スポーツ活動の場の充実 

施策の 

方向 

◆ 町民がいつでも快適に多様なスポーツ活動に取り組めるよう、補助金などを活用

しながら各種スポーツ施設の機能強化や維持・管理、学校施設の開放を推進す

るとともに、利用促進を図ります。 

◆ 1日や半日で実施できる教室や体験会の充実を図り、こどもや親の負担が少なく

参加できるようなスポーツ活動を推進します。 

◆ 施設全体が老朽化していることから、修繕必要箇所を順位付けし、補助制度を活

用しながら計画的かつ効率的に修繕を行います。 

主な事業 
◇ 海洋センター管理運営事業 

◇ 海洋センター屋外施設管理運営事業 

 

  

 1 
指導者の育成と各種団体との連携強化による 

スポーツの振興 

 2 スポーツ活動の場の充実 

 3 アーバンスポーツの推進 

スポーツ 4 
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5-4-3 アーバンスポーツの推進  

施策の 

方向 

◆ ＢＭＸ、スケートボード等のアーバンスポーツを推進することにより、若年層を主と

した移住・定住の促進や関係人口の創出拡大を図ります。 

主な事業 ◇ アーバンスポーツ施設整備・運営事業 

 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

スポーツ施設延べ利用者数 65,972人 70,000人 

 

 

計画名 計画期間 

アーバンスポーツ推進計画 令和7年度～令和9年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニアスポーツクラブでボッチャを体験するこどもたちの様子 
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基本目標Ⅵ 健康・福祉∼子育てしやすく健康で⼈にやさ
しいまちづくり 
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6-1 結婚・こども・子育て支援 

 

現状と課題 

● 出生率低迷の背景として、未婚者の増加、晩婚化や晩産化が進んでいることから、出生率の改

善や定住人口の確保に向けて、住民の結婚を支援する取組を推進していくことが必要となって

います。 

● すべてのこども・若者の権利や最善の利益が尊重され、身体的・精神的・社会的に幸福な生活

を送ることができる社会「こどもまんなか社会」の実現が求められています。 

● 本町の合計特殊出生率は、全国や千葉県の水準を下回って推移していますが、就学時のこども

の数は出生時より増加の傾向がみられています。多くの子育て家庭が本町でこどもを育ててい

きたいと思えるような町を目指し、地域全体でこどもやその家庭にやさしいまちづくりを推進し

ていくことが必要となっています。 

● 核家族の増加や地域のつながりの希薄化などにより、祖父母や地域住民から子育てに対する

支援を得ることが困難な状況になるなど、子育て環境は大きく変化しており、地域の実情に合わ

せて子育て支援施策を充実していくことが求められています。 

● こども家庭センターの機能を活かし、妊娠期から子育て期を包括的に支援するとともに、学童

期、思春期に至るまで保健、福祉、保育、教育、医療、民間団体などのこどもを取り巻く様々な関

係機関と連携し、こどもやその家庭を継続的に支援することが求められています。 

● 保育園2園では、待機児童を発生させることなく保育需要に対応してきたのに加え、三育学院大

学と連携した英語教室や自然環境保育を実施するなど、特色ある保育を展開してきました。子

育て世代からは、更なる保育内容の充実や保育サービスの提供が求められています。 

● 子育て家庭に対する経済的支援や育児不安の解消に向けた様々な取組を継続的に実施し、

安心してこどもを産み育てられる環境づくりを推進していくことが求められます。 

● 人口は減少傾向にあるものの、働き方が多種多様となり3歳未満児の保育園の利用希望や一

時保育の利用などが増加傾向にあることから、保育ニーズに合わせた運営体制を整えていく必

要があるとともに、保護者が一緒に過ごす時間を確保することも必要となっています。 

● 困難を抱えるこどもやその家庭は様々な要因が複合的に重なり合っていることが多いことから、

専門職や保健、福祉、教育など関係機関との連携による継続的な支援が必要となっています。 
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【婚活イベント実施回数・参加者人数の推移】 

 
 

 

【就学前児童の推移】 

 

 

【出生数、合計特殊出生率の推移】 
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【保育園の園児数の推移】 

 
 

各年度4月1日時点 

資料：児童数報告 

 

 

 

 

 

■ 定住人口の確保に向けて、結婚支援を推進します。 

■ こどもまんなか社会の実現を目指します。 

■ 妊娠期、子育て期、学童期、思春期に至るまで切れ目のない支援を行うことで、こど

もの成長発達を見守り、支援していくとともに、安心して育児ができる環境づくりを目

指します。 

■ 多種多様化する保育ニーズに対応した保育サービスの継続的な提供に努めるとと

もに、保護者と一緒に過ごす時間の大切さについて周知を図ります。 

■ 保育園、小学校、中学校、高等学校と連携を図り、学びの連続性の確保に努めます。 

■ 子育て支援センターやこども家庭センターで、子育て相談や支援など、育児不安の

解消に向けた様々な取組を継続的に実施するとともに、子育て家庭の負担軽減に

努め、安心してこどもを産み育てられる環境づくりを図ります。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

6-1-1 結婚促進のための支援施策の推進 

施策の 

方向 

◆ 人口増対策を目的とした結婚支援として、婚活イベントの開催や町への移住希望

者とのお見合いなど、様々な形で男女の出会いの場を設けます。 

◆ 結婚新生活支援補助金の交付など、新婚家庭を支援します。 

主な事業 
◇ 結婚活動支援事業 

◇ 結婚支援のための拠点づくり事業 

 

6-1-2 こどもまんなか社会の形成 

施策の 

方向 

◆ 子ども・子育て支援事業計画や国のこども大綱に基づき、妊娠期・子育て期・学

童期・思春期に至るまでの切れ目のない支援を行います。 

◆ こども家庭センターの母子保健と児童福祉の一体的支援の機能を発揮し、こども

の健やかな成長発達を支援するとともに、困難な状況にあるこどもやその家庭に

は関係機関と連携し、個々の状況に応じたきめ細かい支援を実施します。 

◆ 支援が必要な家庭に対し、保育園、学校、児童相談所などの関係機関と連携し、

こどもの見守りや家庭支援を強化することで、児童虐待を防止し、こどもの権利を

守ります。 

主な事業 
◇ こども家庭センター運営事業 

◇ 大多喜町要保護児童対策協議会 

  

 1 結婚促進のための支援施策の推進 

 2 こどもまんなか社会の形成 

 3 保育サービスの充実 

 4 特色ある保育の実施 

 5 子育て家庭の負担軽減 

 6 子育て支援環境の整備 

結婚・こども・ 
子育て支援 

1 
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6-1-3 保育サービスの充実 

施策の 

方向 

◆ 多種多様化する保育ニーズに対応した一定の保育サービスを提供するとともに、

今後も職員の知識や能力の向上に努め、保育サービスの充実を図ります。 

◆ こども誰でも通園制度では、親が働いていなくても未就園児を保育園に預けられ

ることで親の育児負担を軽減するとともに、専門職の保育により家庭だけでは得

られない経験ができるようにするなど、子育て環境の充実を図ります。 

◆ 他地域からの保育園利用を受け入れることにより、町内保育園児が異なる背景

を持つ人と関わることで、コミュニケーション能力や協調性が育まれ、豊かな人格

形成の充実を図ります。 

主な事業 ◇ 保育園管理運営事業 

 

6-1-4 特色ある保育の実施 

施策の 

方向 

◆ 保育園、小学校、中学校、高等学校まで英語教育を継続的に実施し、学びの連続

性の確保を促進します。 

◆ 幼児教育では、スポーツや音楽を取り入れた斬新で魅力のある保育を実施します。 

◆ 本町の自然豊かな環境を活かした自然環境保育を充実します。 

◆ 園外保育を積極的に実施し、様々な人との交流や体験を通じて、自ら考え、判断

し、表現できる人間性豊かなこどもを育むことを目指します。 

主な事業 
◇ 特徴のある教育の展開事業 

◇ 自然環境保育事業 

 

  



 

125 

 

 

 

 

 

 

6-1-5 子育て家庭の負担軽減 

施策の 

方向 

◆ 出産祝金制度、こどもの入学時など成長の節目に合わせた支援、学校給食費補

助、子ども医療費等の助成により、保護者を経済的に支援し、安心して子育てでき

る環境を整えます。また、子育て家庭の経済的負担の軽減に向けてニーズを把握

しながら引き続き支援を行います。 

◆ 不妊及び不育治療費の一部を助成し、こどもを望む夫婦への経済的負担軽減を

図ります。 

主な事業 

◇ 少子化対策事業 

◇ 小・中学校教育振興事業 

◇ 児童手当支給事業 

◇ 子ども医療対策事業 

◇ 養育医療給付事業 

◇ ひとり親家庭等医療費助成事業 

◇ 不妊等治療費助成事業 

 

6-1-6 子育て支援環境の整備 

施策の 

方向 

◆ 子育て支援センターでは、子育て相談や支援、親の育児力の強化など、育児不安

の解消に向けた様々な取組を継続的に実施し、安心してこどもを産み育てられる

環境づくりを図ります。 

◆ 放課後児童クラブでは、利用者のニーズに対応するため、国の方針に基づき運営

体制の充実を図ります。 

◆ 地域住民の協力を得て、町全体で若者やこども・子育て世代を支えるための体制

づくりを図ります。 

主な事業 

◇ 地域子育て支援センター運営事業 

◇ 児童クラブ運営事業 

◇ こども家庭センター運営事業 
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指標名 現状値 目標値 

婚活イベント開催数 1回 1回 

新生児訪問の実施率 100％ 100％ 

1歳6か月児健診受診率 96.2％ 100％ 

3歳児健診受診率 86.7％ 100％ 

子育て支援センター 

年間延べ利用者数 
773人／年 800人／年 

 

 

計画名 計画期間 

第3期大多喜町子ども・子育て支援事業計画 令和7年度～令和11年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然環境保育の一環で川遊びをするこどもたちの様子 
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6-2 健康・医療 

 

現状と課題 

● 生活の質を維持向上していくためには、若い頃からの健康診査や各種疾病の検診（以下、「健

（検）診」と表記します。）の受診率の向上に努めるとともに、保健医療データの分析や医療機関

との連携に基づいた、効果的な保健事業を展開する必要があります。また、併せて、住民の主体

的な健康づくりへの取組も推進し、健康行動への一歩を踏み出せない住民も自然に健康にな

れる環境づくりが求められます。 

● 特定健康診査の受診率が40％台と県平均より高いものの、国民健康保険医療費では、慢性腎

不全や糖尿病など生活習慣病に関連した疾患に係る医療費の割合が増加しています。 

● 本町には、6つの医療機関がありますが、立地する地域に偏りがあるほか、小児科や産婦人科

の専門医療機関がなく、休日・夜間や災害時の体制も十分とはいえない状況です。 

● 住民意識調査の結果をみると、「保健・医療体制」が、継続して最も重要度が高い項目となって

いることから、近隣市町村や関係機関と連携し、医療体制整備を進めていくことが求められます。 

● 感染症対策では、感染症予防知識の啓発を図り、感染症予防と早期対応に努めるなど、新たな

ウイルスによる感染症の対策なども必要となっています。 

 

【死因別死亡数の推移】 
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■ 健康の維持増進、疾病の重症化予防により、生活の質の向上を目指すとともに、自

助、共助、公助による「健康な生き方」ができる町に向かって支援します。 

■ こどもから高齢者まですべての世代が心身共に健やかに笑顔で暮らせるまちの実

現を目指します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

6-2-1 ライフステージに応じた健康意識の向上と健康行動の推進 

施策の 

方向 

◆ 健康寿命の延伸及び生活の質の向上のために、健（検）診の必要性を広く啓発

し、若い世代からの受診率の向上を図るとともに、受診しやすく、メリットを感じら

れるような健（検）診を実施し、受診率向上を目指します。 

◆ 自然に健康づくりへの意識付けができるまちづくりを目指します。 

◆ 健（検）診での検査結果や保健医療データを活かし、ターゲットを絞って医療機

関と連携のもと生活習慣病の重症化予防を支援するとともに、町民に広く生活習

慣病予防のための知識の普及を行います。 

主な事業 
◇ がん検診事業 

◇ 健康増進事業 

 

  

 1 
ライフステージに応じた健康意識の向上と 

健康行動の推進 

 2 
住民との協働による住民主体の健康づくり 

活動の推進 

 3 医療体制の維持 

 4 感染症予防の推進 

基 本 方 針 

健康・医療 2 
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6-2-2 住民との協働による住民主体の健康づくり活動の推進 

施策の 

方向 

◆ 住民が主体的に継続的に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりを行うグループ

等に対して、健康ポイント制度や地域支え愛サポーター制度、高齢者サロン補助

金等、住民個人とグループに対し必要な施策を継続して実施していきます。 

◆ 誰もが住み慣れた地域において健康で充実した生活を送れるよう、健康・食育

サポーターや介護予防ボランティア等を養成し、ボランティアとの協働による健

康なまちづくりを目指します。 

主な事業 
◇ 健康増進事業 

◇ 地域介護予防活動支援事業 

 

6-2-3 医療体制の維持 

施策の 

方向 

◆ この地域にある医療資源を最大限に活かし、町民の方々にとって必要な医療が

受けられるよう、他市町や関係機関と連携し、医療体制の維持に努めます。 

◆ 生活習慣病の重症化予防のために、医療機関など関係機関と連携し支援します。 

主な事業 

◇ 医療体制整備事業 

◇ 健康増進事業 

◇ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

 

6-2-4 感染症予防の推進 

施策の 

方向 

◆ 感染症予防知識の啓発や各種予防接種の適切な実施により、感染症予防と早期

対応に努めるとともに、新型ウイルスなど新たな感染症に対する予防対策を図り

ます。 

主な事業 
◇ 予防接種事業 

◇ 感染症予防対策事業 
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指標名 現状値 目標値 

がん検診の受診率 17％ 60％ 

特定健診の受診率 45.4％ 60％ 

特定保健指導の実施率 30.4％ 60％ 

 

 

計画名 計画期間 

おおたき健康まちづくりプラン 平成31年度〜令和10年度 

大多喜町国民健康保険第3期データヘルス計画及び 

大多喜町国民健康保険第4期特定健康診査等実施計画 
令和6年度～令和11年度 

高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画 令和6年度～令和8年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康増進事業の様子 
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6-3 高齢者福祉 

 

現状と課題 

● 急速な高齢化が進んでおり、令和12年には、高齢化率は49.4％（国立社会保障・人口問題研

究所令和5年推計）に達する見込みです。 

● 65歳平均自立期間をみると、男性、女性とも県平均よりも短くなっています。 

● 高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、高齢者のニーズに対応した高齢

者向け施設の確保や健康づくり事業の推進体制の充実、地域において助け合い支え合う環境

づくり等を推進していく必要があります。 

● 介護サービス等では、近隣施設等の状況を踏まえながら高齢者保健福祉計画及び介護保険

事業計画に基づきサービス提供力の確保に努めます。 

● 明るく活力に満ちた高齢社会を築くためには、高齢者の健康づくりを推進することにより、健康

寿命の延伸を図ることが求められます。 

● 公共施設等のバリアフリー化を普及・推進するとともに、高齢者の社会参画活動や生きがいづ

くりを促進していくことが必要です。 

 

 

【年齢3区分別人口割合の推移】 
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【65歳平均自立期間
＊

（令和3年）】 

 男性 女性 

大多喜町 17.77歳 20.51歳 

千葉県 18.17歳 21.06歳 

＊65歳平均自立期間：65歳以上の人が要介護2以上の認定を受けるまでの期間を日常生活

動作が自立している期間とみなし、その平均を算出した期間。 

 

 

【要支援・要介護認定者の推移】 

 

 

 

 

 

■ 各種高齢者向けサービスの充実を図るとともに、介護サービスを安定的に提供する

ためのサービス提供事業所及び人材の確保に取り組みます。 

■ 高齢期に健康で生きがいを持って自立した生活ができるよう、高齢者の健康づくり

や社会参加を促進します。 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

6-3-1 高齢者向けサービスの充実 

施策の 

方向 

◆ 高齢者のニーズの高い介護保険サービス等では、近隣市町村の状況を踏まえな

がら高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づきサービスの確保に努

めます。 

◆ 介護保険サービスに限らず、高齢者が生活していく上で必要と思われる民間サー

ビスの情報把握に努め、積極的に発信します。 

主な事業 ◇ 次期介護保険事業計画等策定事業 

 

6-3-2 サービスを提供する人材の確保 

施策の 

方向 

◆ 地域やボランティアによる高齢者支援体制の維持・拡大に向けた取組を推進し

ます。 

◆ 介護サービスを提供する人材の確保については、県の人材確保事業等を活用す

るとともに、介護事業者や町民に情報発信を行い、サービスを提供する人材の確

保に努めます。 

◆ 介護人材の育成保護に向けた取組として、千葉県介護福祉士修学資金等貸付制

度や、ハラスメント予防に係る周知を実施します。 

主な事業 
◇ 地域介護予防活動支援事業 

◇ 介護人材確保対策事業 

 

  

 1 高齢者向けサービスの充実 

 2 サービスを提供する人材の確保 

 3 高齢者の健康寿命の延伸 

 4 家族介護者等への支援 

高齢者福祉 3 
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6-3-3 高齢者の健康寿命の延伸 

施策の 

方向 

◆ 高齢者健診の受診勧奨を強化するとともに、地域の健康づくりボランティアと協

働して健康教室等を各地で開催し、心身の健康寿命の延伸を図ります。 

◆ 現在実施している介護予防事業の効果等を毎年検証し、より効果を高められるよ

うに取り組みます。 

主な事業 

◇ 介護予防普及啓発事業 

◇ 地域介護予防活動支援事業 

◇ 老人福祉団体助成事業 

 

6-3-4 家族介護者等への支援 

施策の 

方向 

◆ 自宅における介護者の精神的又は経済的負担軽減を図ることを目的として、地

域包括支援センターが相談に応じ、介護保険サービスや各種制度を調整するこ

とにより支援します。 

主な事業 

◇ 高齢者在宅生活支援事業 

◇ 包括的支援事業 

◇ 家族介護支援事業 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

自立している高齢者の割合 82.4％ 82.6％ 

65 歳平均自立期間 

男性17.77歳 

女性20.51歳 

（令和3年） 

延伸 

介護予防教室・認知症予防教室 

参加者数 
20人 30人 

 

 

計画名 計画期間 

高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画 令和6年度～令和8年度 
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6-4 地域福祉 

 

現状と課題 

● 少子高齢化や核家族化の進行により、家庭内で支え合う力が低下する中、ひとり暮らしの高齢

者や生活困窮者、障がい者など、支援を必要とする人が増加していることから、誰もが地域に

おいて自立した生活が送れるようにするためには、互いに支え合う体制づくりが求められます。 

● 社会福祉協議会が地域福祉活動の中核的な役割を担っているほか、各地域に設置された地

域ぐるみ福祉協議会や民生委員・児童委員、ボランティア団体等が地域において多様な福祉

活動を展開しています。 

● 他人への思いやりの心や助け合いの精神を醸成するための取組として、地域交流事業や世代

間交流事業を実施していますが、更に高齢化が進行するのに伴い、公的な福祉サービスの手

が届かず、地域住民を主体とした福祉活動が期待される分野が増えているため、地域交流事

業や世代間交流事業の充実が必要です。 

● 地域福祉活動のより一層の活性化に向けて、町や関係団体、地域など地域福祉に関わる各主

体の連携を強化するとともに、社会福祉協議会をはじめとする関係団体の活動に対して効果的

な支援を実施していくことが求められます。 

● ボランティアでは、ボランティア連絡協議会を中心にそれぞれの団体が活動をしていますが、1

人の方がいくつものボランティア活動を兼務していることが多く、その方の負担が多くなってい

ます。 

● こどもから高齢者まで、地域において互いに支え合う意識を高め、地域福祉の担い手となるボ

ランティアを発掘・育成するとともに、ボランティアの高齢化も進んでいることから、若い世代の

参加を促すため、学校教育を通じ助け合いの精神の醸成に努めます。 

 

【高齢者世帯の推移】 

 
平成22年 平成27年 令和2年 

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 

一般世帯 3,570世帯 100.0％ 3,434世帯 100.0％ 3,380世帯 100.0％ 

高齢者のいる世帯 2,222世帯 62.2％ 2,268世帯 66.0％ 2,270世帯 67.2％ 

 

単独世帯 438世帯 19.7％ 482世帯 21.3％ 599世帯 26.4％ 

夫婦のみ 489世帯 22.0％ 541世帯 23.9％ 572世帯 25.2％ 

その他 1,295世帯 58.3％ 1,245世帯 54.9％ 1,099世帯 48.4％ 

 （注）単独世帯、夫婦のみ、その他の割合は、高齢者のいる世帯に対する割合 

  



 

136 

 

 

 

 

 

 

【ボランティア登録者数の推移】 

 
 

 

 

 

 

■ 地域福祉の担い手の育成や福祉意識の高揚を図り、互いに支え合う体制づくりを促

進します。 

■ 地域福祉活動に関わる各主体の連携を強化するとともに、関係機関の活動が活性

化するような適切な支援を行います。 

 

 

施策の体系 
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 2 助け合いの精神にあふれた人づくり 

基 本 方 針 

地域福祉 4 
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施策の内容 

6-4-1 地域福祉活動推進のための連携・協力体制の強化 

施策の 

方向 

◆ 各種関係団体との協力により地域福祉に関する各種サービスを推進し、その活動

内容を周知することにより、連携・協力体制の強化を図ります。 

◆ 社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の関係団体の福祉活動が活発にできる

よう、各団体が抱える諸問題、ニーズを見極め、支援体制の強化を図ります。 

◆ ボランティアの養成・研修機会の拡充や情報提供の充実を図ることにより、多様

なボランティアの発掘・養成を進めるとともに、社会福祉協議会と連携を図り、ボ

ランティア活動を支援します。 

主な事業 
◇ 社会福祉関係団体助成事業 

◇ 民生委員活動事業 

 

6-4-2 助け合いの精神にあふれた人づくり 

施策の 

方向 

◆ 学校教育における福祉教育を推進するとともに、生涯学習の場をとおして高齢者

や障がい者等と地域住民との交流事業や世代間交流事業を充実させることによ

り、助け合いの精神にあふれた人づくりを推進します。 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

ボランティア連絡協議会会員数 46人 46人（現状維持） 
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6-5 障がい者福祉 

 

現状と課題 

● 障がい者数の推移をみると、身体障害、知的障害及び精神障害の３障がいとも、同程度に推移

しています。 

● 障がい者施策では、民間の協力を得ながら、障がい者（児）が日中活動を行う事業所の拡充や

療育・発達支援の体制強化などに取り組んできました。 

● 障がい者は、年齢や障がいの重さ・部位、生活状況などが様々で、一人ひとりが多種多様な支

援ニーズを持っていることから、誰もが地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりに向けては、

まだ十分とはいえない状況です。 

● 障害者総合支援法の「入所等から地域生活への移行」の指針に沿った環境づくりをより一層進

めていく必要があり、障がい者や家族等が必要とする情報の収集・提供や相談体制の整備、障

がい者の就労促進に向けた企業等への啓発活動、障がいの早期発見・早期治療の推進等に

取り組むことが求められます。 

● 子育て期では、関係機関と連携しながら、母子保健事業や子育て支援事業を通じて、疾病や障

がいの予防、早期発見に取り組んでいくことが必要です。 

● 障害福祉サービスでは、利用量は年々増加傾向にあり、不足しているサービス事業の業種はあ

りますが、利用できるサービスについてはほぼ割り当てられていることから、必要とされるニーズ

を把握しながら、不足しているサービスの充実に努めることが必要です。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 
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■ 障がいの有無にかかわらず、地域において自分らしくいきいきと生活ができるまちづ

くりを進めます。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

6-5-1 地域生活への移行支援の充実 

施策の 

方向 

◆ 障がい者の自立生活の継続や施設入所者、長期入院者の地域生活への移行促

進を図るため、障害者総合支援法による自立支援給付・地域生活支援事業や各

種生活支援サービスなど、ニーズに応じた支援に努めるとともに、不足しているサ

ービスの確保に努めます。 

主な事業 ◇ 障害者福祉事業 

 

6-5-2 啓発・権利擁護の推進 

施策の 

方向 

◆ すべての住民が互いに尊重し合い、障がいへの正しい理解を深めるため、多様な

啓発活動やきめ細やかな相談支援を推進するとともに、障がい者の権利を擁護

する仕組みづくりを進めます。 

主な事業 ◇ 障害者福祉事業 

  

 1 地域生活への移行支援の充実 

 2 啓発・権利擁護の推進 

 3 こどもへの支援体制の充実 

 4 就労支援の強化 

 5 安全・安心な暮らしの確保 

 6 生活の質の向上支援 

基 本 方 針 

障がい者福祉 5 
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6-5-3 こどもへの支援体制の充実 

施策の 

方向 

◆ 地域のこども・子育て支援施設や療育機関、学校が連携しながら、障がいの状況

や特性、発達の状況等に応じて、一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育・教育

の推進を図ります。 

主な事業 ◇ 障害者福祉事業 

 

6-5-4 就労支援の強化 

施策の 

方向 

◆ 企業等での雇用を積極的に促進するとともに、農福連携事業を推進し、障がい者

の就労の拡大を図ります。 

◆ 企業等への就職が困難な人への福祉的就労機会の確保を図るとともに、障がい

者が就労や通所を安定的に続けていくための生活支援に努めます。 

主な事業 ◇ 障害者福祉事業 

 

6-5-5 安全・安心な暮らしの確保 

施策の 

方向 

◆ 障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関や地域住民と連携しな

がら、医療、交通、防災、防犯などの面で障がい者への配慮に努めるとともに、障

がい者にとって住みやすいまちづくりに努めます。 

 

6-5-6 生活の質の向上支援 

施策の 

方向 

◆ 障がい者一人ひとりの生活の質の向上や心身機能の維持・回復を図るため、疾

病予防・健康づくり・医学的リハビリテーションの取組を促進するとともに、生涯学

習活動やスポーツ活動、社会活動など幅広い活動への参加を促します。 

主な事業 ◇ 障害者福祉事業 
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指標名 現状値 目標値 

障がい者福祉サービス延べ利用者数 1,578人 1,840人 

 

 

計画名 計画期間 

第4次障がい者基本計画 令和3年度～令和8年度 

第7期障がい福祉計画 

第3期障がい児福祉計画 
令和6年度～令和8年度 

 

 

 

  

いすみ地域活動支援センターレインボーの 

生活支援事業の様子 

就労継続支援B型事業所「上総小農苑めぐり」の 

養鶏作業の様子 

福祉施設「風の村」の果樹収穫の様子 
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6-6 社会保障 

 

現状と課題 

● 生活保護に関しては、制度実施機関である県と連携しながら、相談に適切に対応するとともに、

就労可能な被保護者については自立に向けた支援に積極的に取り組んでいく必要があります。 

● 生活困窮者自立支援制度については、貧困の連鎖を防ぐ目的で生活保護世帯、就学援助受給

世帯、児童扶養手当受給世帯等の小学4年生から中学3年生を対象に「子どもの学習支援事

業」を実施していますが、対象者が限定的であるため制度利用者は伸び悩んでいます。教育委

員会、各学校と連携し利用促進を図ることが必要です。 

● 国民健康保険では、加入者に高齢者や低所得者が多いことから、財政基盤が脆弱な状況下で

の厳しい運営を強いられていますが、国民健康保険制度の広域化に伴い、県と町で財政運営を

担うことになり、安定的な財政運営を目指し、制度の普及啓発と相互扶助意識の高揚に努め、

保険税の収納率を高く維持することが求められます。また、マイナンバーカードの保険証として

の利用促進も求められています。 

● 国民年金制度は老後等における生活安定に不可欠な制度であり、将来にわたって持続できる

よう適正な運用が求められていることから、国における年金制度の動向を踏まえ、町民に対し

制度の正しい理解の浸透を図る必要があります。 

 

【生活保護世帯数の推移】 

 
 

【国民健康保険税収納率の推移及び収納額の推移】 
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【国民健康保険被保険者1人当たり医療費の推移】 

 
 

 

 

 

■ 社会保障制度について住民の理解を高め適正に運用することにより、誰もが安心し

て暮らせるまちづくりを推進します。 

 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

6-6-1 低所得者福祉の充実 

施策の 

方向 

◆ 関係機関との連携を図り、低所得者のニーズに合った支援策（生活保護・生活困

窮者自立支援制度等）へつなげ自立を支援します。 
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 1 低所得者福祉の充実 

 2 国民健康保険の充実 

 3 国民年金制度啓発活動の充実 

基 本 方 針 

社会保障 6 
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6-6-2 国民健康保険の充実 

施策の 

方向 

◆ 国民健康保険の健全化を図るため、国民健康保険税の収納率の向上、生活習慣

病予防のための特定健診や特定保健指導などの保健事業の充実等による医療

費の抑制に努めます。 

主な事業 ◇ 特定健康診査等事業 

 

6-6-3 国民年金制度啓発活動の充実 

施策の 

方向 

◆ 広報紙を活用し制度の周知を図るとともに、年金事務所と連携し、年金相談や未

加入者への加入促進に努めます。 

 

 

 

 

指標名 現状値 目標値 

国民健康保険税収納率（現年分） 97.8％ 99％ 

国民健康保険被保険者 

１人当たり医療費 
398,152円 382,000円 

 

 

計画名 計画期間 

大多喜町国民健康保険第3期データヘルス計画及び 

大多喜町国民健康保険第4期特定健康診査等実施計画 
令和6年度～令和11年度 
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1 大多喜町総合開発審議会条例 

昭和51年3月17日 

条例第21号 

改正 昭和63年3月23日条例第12号 

平成元年2月20日条例第3号 

平成20年3月11日条例第１号 

平成23年2月3日条例第１号 

平成29年3月16日条例第10号 

（設置） 

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の規定に基づき、大多喜町総合開発審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大多喜町基本構想及び基本計画の策定並びに町の総合開発につい

ての調整及びその実施に関し必要な事項について調査、審議する。 

（組織） 

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。 

（1）町議会議員 

（2）一般住民 

（3）学識経験を有する者 

（4）関係諸団体の役職員 

3 前項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

（任期） 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。 

（委任） 

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年3月23日条例第12号） 

この条例は、昭和63年4月１日から施行する。 

附 則（平成元年2月20日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年3月11日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年2月3日条例第1号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年4月1日から施行する。 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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2 総合開発審議会委員名簿 

 

職   名 令和6年度 令和7年度 

会 長 渡辺 忠洋 渡辺 忠洋 

副 会 長 永嶋 典夫 永嶋 典夫 

委 員 
渡辺 泰宣（令和7年1月まで） 

渡辺 善男 
渡辺 善男 

委 員 
野村 賢一（令和7年1月まで） 

渡辺 泰宣 
渡辺 泰宣 

委 員 
麻生 勇（令和7年1月まで） 

末吉 昭男 
末吉 昭男 

委 員 髙橋 喜彦 髙橋 喜彦 

委 員 野口 宗生 野口 宗生 

委 員 三神 隆夫 野口 彰 

委 員 磯野 克之 吉野 俊男 

委 員 早野 昌文 早野 昌文 

委 員 押樽 諭美 押樽 諭美 

委 員 吉野 絢香 吉野 絢香 

任期  令和6年4月1日～令和8年3月31日 (敬称略) 
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3 大多喜町第 4次総合計画策定委員会設置要領 

 

 （趣旨） 

第1条 この要領は、大多喜町第4次総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するため、大多喜町第4次

総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組織及び所掌） 

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、総合計画の策定に関する検討及び総合調

整を行う。 

2 委員長、副委員長及び委員は、別表1の職の者をもって充てる。 

 （職務） 

第3条 委員長は、委員会の業務を総理する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴取することができる。 

 （部会） 

第5条 委員会に大多喜町第4次総合計画策定専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、総合計画の策定に関する調査研究を行う。 

3 部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。 

4 部会長は、部会員のうちから委員長が指名する。 

 （事務局） 

第6条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を企画課に置く。 

 （補則） 

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和6年9月6日から施行し、総合計画策定の日にその効力を失う。 

   附 則 

 この要領は、令和7年4月1日から施行する。 
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4 前期基本計画策定委員会委員名簿 

 

役 職 
令和6年度 令和7年度 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

委 員 長 町長 平林  昇 町長 平林  昇 

副委員長 副町長 西郡 栄一 副町長 西郡 栄一 

副委員長 教育長 佐久間 靖夫 教育長 佐久間 靖夫 

委 員 総務課長 麻生 克美 総務課長 麻生 克美 

委 員 企画課長 米本 敏克 企画課長 米本 敏克 

委 員 財政課長 君塚 恭夫 財政課長 市原 芳則 

委 員 税務住民課長 西川 栄一 税務住民課長 本村 武士 

委 員 健康福祉課長 長野 国裕 健康福祉課長 長野 国裕 

委 員 建設課長 市原 芳則 建設課長 森 芳博 

委 員 農林課長 秋山 賢次 農林課長 小高 一哉 

委 員 商工観光課長 渡邉 陽二 商工観光課長 渡邉 陽二 

委 員 環境水道課長 小高 一哉 生活環境課長 磯野 淳一 

委 員 会計室長 須藤 明実 会計室長 須藤 明実 

委 員 教育課長 吉野 正展 教育課長 浅野 健二 

委 員 生涯学習課長 木島 丈佳 生涯学習課長 渡鍋 佳晋 

委 員 議会事務局長 宮原 幸男 議会事務局長 木島 丈佳 

（敬称略） 
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5 前期基本計画策定委員会専門部会委員名簿 

【令和6年度】 

部 会 名 課 係 名 職 名 氏 名 

地方自治・行財政運営 

総務課 総務係 係 長 加藤 庸永 

総務課 文書広報係 係 長 山木 聡 

企画課 企画政策係 主 査 鈴木 浩之 

財政課 財政係 係 長 鈴木 智 

財政課 契約管財係 主 査 海老根 友大 

税務住民課 課税係 主 査 古山 雅敏 

税務住民課 収納対策係 主 査 ◎本村 武士 

生活基盤・定住促進 

総務課 消防防災係 係 長 磯野 太輔 

企画課 地域交通係 係 長 池田 賢治 

企画課 移住促進係 課長補佐 ◎渡鍋 佳晋 

建設課 管理係 係 長 鈴木 涼一 

建設課 建設係 係 長 市川 淳 

建設課 地籍調査係 係 長 金杉 孝枝 

建設課 維持係 係 長 鈴木 孝一 

環境保全・生活環境 

会計室 会計係 係 長 山川 貴子 

議会事務局 係 長 佐藤 さおり 

環境水道課 環境係 主 査 磯野 淳一 

環境水道課 環境センター係 係 長 鈴木 武彦 

環境水道課 水道業務係 課長補佐 ◎伊嶋 孝行 

環境水道課 水道施設係 主 査 小髙 正貴 

子育て・教育・生涯学習 

教育課 学校教育係 主 査 ◎小林 行弘 

教育課 学校教育係 主 査 中村 正範 

教育課 学校給食センター 係 長 永嶋 容代 

生涯学習課 社会教育係 主 査 磯野 秀喜 

生涯学習課 スポーツ振興係 係 長 井守 渉 

生涯学習課 図書館係 係 長 小倉 光太郎 

高齢者福祉・社会保障・ 

子育て・結婚 

税務住民課 住民係 係 長 山口 保子 

税務住民課 保険年金係 係 長 加藤 昭博 

健康福祉課 社会福祉係 係 長 野口 正裕 

健康福祉課 保健予防係 係 長 ◎吉田 香里 

健康福祉課 介護保険係 係 長 青木 仰一 

教育課 保育園係 係 長 中村 文則 

観光・農業・商工業 

農林課  主 幹 ◎森  芳博 

農林課 農政係 主 査 浅野 健二 

農林課 農地係 係 長 鈴木 健司 

農林課 耕地林務係 係 長 高橋 憲司 

商工観光課 観光係 係 長 大竹 義弘 

商工観光課 商工労政係 係 長 苅米 健太 

（敬称略、部会長は◎） 
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【令和7年度】 

部 会 名 課 係 名 職 名 氏 名 

地方自治・行財政運営 

総務課 総務係 係 長 加藤 庸永 

総務課 文書広報係 係 長 山木 聡 

企画課 企画政策係 主 査 鈴木 浩之 

財政課 財政係 係 長 鈴木 智 

税務住民課 課税係 主 査 永嶋 哲也 

税務住民課 収納対策係 主 査 ◎古山 雅敏 

生活基盤・定住促進 

総務課 消防防災係 係 長 磯野 太輔 

企画課 地域振興係 主 査 鈴木 健司 

建設課 管理係 係 長 鈴木 涼一 

建設課 建設係 係 長 市川 淳 

建設課 地籍調査係 主 査 ◎金杉 孝枝 

建設課 維持係 係 長 鈴木 孝一 

環境保全・生活環境 

会計室 会計係 係 長 山川 貴子 

議会事務局 係 長 佐藤 さおり 

財政課 契約管財係 主 査 ◎海老根 友大 

生活環境課 環境係 係 長 遠藤 広道 

生活環境課 環境センター係 係 長 鈴木 武彦 

子育て・教育・生涯学習 

教育課 学校教育係 主 査 ◎小林 行弘 

教育課 学校教育係 主 査 中村 正範 

教育課 学校給食センター 係 長 永嶋 容代 

生涯学習課 社会教育係 主 査 磯野 秀喜 

生涯学習課 スポーツ振興係 係 長 池田 賢治 

生涯学習課 図書館係 係 長 小倉 光太郎 

高齢者福祉・社会保障・ 

子育て・結婚 

税務住民課 住民係 係 長 山口 保子 

税務住民課 保険年金係 係 長 加藤 昭博 

健康福祉課 社会福祉係 主 査 野口 正裕 

健康福祉課 保健予防係 主 査 ◎吉田 香里 

健康福祉課 介護保険係 係 長 青木 仰一 

教育課 保育園係 係 長 武田 真知子 

観光・農業・商工業 

農林課 農政係 係 長 高橋 憲司 

農林課 耕地林務係 主 査 ◎小髙 正貴 

商工観光課 観光係 係 長 大竹 義弘 

商工観光課 商工労政係 係 長 苅米 健太 

（敬称略、部会長は◎） 
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6 大多喜町第 4次総合計画策定要領 

1 策定の趣旨 

大多喜町では、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とする「大多喜町第3次総合計

画」に基づき、「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」を将来像としてまちづくりを進

めてきました。 

その間、人口減少・少子高齢化、地震や集中豪雨、台風等の自然災害への不安の高まり、新型コロナ

ウイルス感染症対策による新しい生活様式の実践やデジタル化の加速等、社会経済情勢は変化して

おり、町民ニーズや行政に求められる役割も大きく変化しています。 

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを進

めていくことが、行政には求められています。 

そこで、令和7年度をもって終了する現総合計画に代わり、令和8年度から令和17年度までの10年

間のまちづくりの指針として、「大多喜町第4次総合計画」を策定します。 

 

 

2 計画の構成及び期間 

総合計画は、本町におけるまちづくりの最上位の計画であり、まちづくりに関する施策はすべてこの総

合計画に基づき行われます。 

第4次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の構成とします。 
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第4次総合計画の期間は10年間とし、「基本構想」は令和8（2026）年度から令和17（2035）年度まで

の10年間、「基本計画」は基本構想の前期5か年、後期5か年をそれぞれ前期基本計画期間、後期基

本計画期間とします。また、基本計画に基づく実施計画期間を3年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 計画の策定体制 

(1) 総合開発審議会 

大多喜町総合開発審議会は、町長の諮問に応じて、会議を開催し、総合計画の策定について調

査、審議します。 
 

(2) 庁内の策定体制 

① 策定委員会 

町長、副町長、教育長、各課長等（所属長）で構成し、総合計画の策定に関する検討及び総合

調整を行います。 

② 専門部会 

各係長等で構成し、総合計画の策定に関する調査研究を行います。 
 

(3) 住民の参加体制 

① 住民意識調査 

18歳以上の町民と中高生年代の方を対象に住民意識調査を実施し、各施策分野における住

民の満足度・重要度や求めるまちの将来像などを把握します。 

② 住民広聴会 

町民と共にまちの将来を考え、「住みよいまちにするために何が必要か」を共有することで、町民

との共通理解を図ります。 

町内5地区で、ワークショップ形式で実施します。  
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③ 各種団体との懇談会 

地域の活動団体等へ対話形式で聴き取り調査を実施し、アンケート調査では把握できない現

状やニーズを把握します。 

④ 転入者及び転出者意識調査 

町がすでに実施している転入出アンケートを活用・分析し、今後のまちづくりやシティセールス

等の資料とします。 

⑤ 都市住民意識調査 

暮らす場、訪れる場の両面から町外居住者が持つ大多喜町へのイメージや移住意向等につい

て調査し、関係人口づくりや移住定住施策等、今後のまちづくりの指標とします。 

⑥ パブリックコメント 

第4次総合計画案について、町民の意見を把握するため、パブリックコメントを実施します。 

 

 

【策定体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合開発審議会 議 会 住 民 

町 長 

コンサルタント 企画課（事務局） 各課 

町長、副町長、教育長、各課長等（所属長） 職員の中から選出 

策定委員会 専門部会 

上程・議決 諮問・答申 

・住民意識調査 

・住民公聴会 

・各種団体懇談会 

・パブリックコメント 
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7 諮問書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大 企 企 第 26 号 

令和 6年 7月 30 日 

 

 大多喜町総合開発審議会会長 様 

 

大多喜町長 平 林  昇 

 

大多喜町基本構想及び基本計画の策定について（諮問） 

 

 大多喜町総合開発審議会条例第 2条の規定により、次期大多喜町基本構想及び

基本計画の策定について、貴審議会の意見を求めます。 
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8 答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 7年 8 月 7日 

 

大多喜町長 平 林   昇 様 

大多喜町総合開発審議会 

会長  渡 辺 忠 洋 

 

大多喜町第 4次総合計画に係る基本構想（案）について（答申） 

 

令和 6 年 7 月 30 日付大企企第 26 号で意見を求められた大多喜町第 4次総合計

画に係る基本構想（案）について慎重に審議した結果、その内容は、おおむね適

切なものと認めます。 

なお、下記の事項について配慮するよう意見を付して答申します。 

 

記 

 

1 基本構想内に「持続可能な」という言葉が多用され、ポイントとなる言葉である

ため、将来像のどこかに「持続可能な」という言葉を付け加えていただきたい。 

 

2 10 年後の目標人口を 7,000 人としているが、推計人口より 500 人増えているの

で、人口増に向けた施策などを基本計画の中で明確に位置付けていただきたい。 

 

3 土地利用の方向性の「ゾーン」については、地理的な分け方ではなく機能として

の分け方とのことだが、地理的要因により住民に不利益とならないようにしてい

ただきたい。 

 

4 今後の農業では、農業の大規模化、効率化を進めるのと並行して、中小の個人兼

業農家を確保することが必要と考えられるので、「農業ゾーン」に「大規模な農地

には大企業農業法人を導入し、小規模の集積農地には個人の兼業農家をバランス

良く確保する」というような文言を付け加えていただきたい。 

 

5 町内企業の説明会や就職セミナーを開催し、町内に就職先となる企業があるこ

とを知ってもらい、移住促進や定住化対策を進めていただきたい。 
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令和 7年 11 月 12 日 

 

大多喜町長 平 林   昇 様 

大多喜町総合開発審議会 

会長  渡 辺 忠 洋 

 

大多喜町第 4次総合計画に係る前期基本計画（案）について（答申） 

 

令和６年７月３０日付大企企第２６号で意見を求められた大多喜町第４次総合

計画に係る前期基本計画（案）について慎重に審議した結果、その内容は、おおむ

ね適切なものと認めます。 

なお、下記の事項について配慮するよう意見を付して答申します。 

 

記 

 

１ 未来づくり重点プロジェクト 

未来づくりプロジェクトについて、「全庁をあげて分野横断的かつ重点的に取

り組む」とあるとおり、各課が連携して効果的に取り組んでいただきたい。 

 

２ 基本目標１ 施策項目１－１ 住民参加・協働・コミュニティ 

少子高齢化や価値観の多様化等により、以前のような地域コミュニティの維

持が難しくなってきている。地域コミュニティに対して直接的に町が働きかけ

ることは難しいとは思うが、地域の実情について、課題認識をしていただきた

い。 

 

３ 基本目標２ 施策項目２－１ 農林業 施策の内容２－１―４ 

地域特産物の生産拡大に併せて、商品開発やブランド化などの高付加価値化

や販路開拓を検討いただきたい。 

 

４ 基本目標２ 施策項目２－１ 農林業 施策の内容２―１―５ 

有害鳥獣対策を引き続き強化するとともに、近隣市町との連携など有効な有

害鳥獣捕獲の方法を検討いただきたい。特にキョンの生息数・生息域が拡大し

ている。 
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〔大多喜町第4次総合計画に係る前期基本計画（案）について（答申）の続き〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 基本目標２ 施策項目２－２ 商工業・雇用 施策の内容２－２－４ 

圏央道（千葉県区間）の全線開通が予定される中、地盤が強固で地震に強い

という当町の強みを生かし、データセンターや物流拠点などの企業誘致を進め

ていただきたい。 

 

６ 基本目標２ 施策項目２－３ 観光 施策の内容２－３－１ 

  基本目標５ 施策項目５－３ 芸術・文化 施策の内容５－３－２ 

大多喜城は町のシンボルであり、観光の中核であるため、県から町への移譲

後の利活用について幅広く検討したうえで、町の活性化につなげていただきた

い。 

 

７ 基本目標４ 施策項目４－１ 環境保全 施策の内容４－１－３ 

人口減少に伴い、様々な状態の空き家が増えている。活用できる空き家の利

活用に加え、特定空き家にならないための管理不全空き家対策も進めていただ

きたい。 

 

８ 基本目標５ 施策項目５－４ スポーツ 施策の内容５－４－１ 

学校部活動により学校と地域の人材とが繋がっている面がある。部活動を地

域に移行する過程の中で、学校と地域の人材との繋がりの維持についても検討

していただきたい。 
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9 策定経緯 

＜ 令和6年 ＞ 

日 付 内 容 

5月10日 
大多喜町第4次総合計画及び大多喜町人口ビジョン・第3期総合戦略策定支援

業務委託プロポーザル審査会 

5月28日 
大多喜町第４次総合計画・基本計画策定支援業務委託契約締結 

〔(株) ジャパンインターナショナル総合研究所〕 

6月20日 
町長ヒアリング 

 第４次総合計画のまちづくりの方向性について 

7月30日 

第１回大多喜町総合開発審議会 

(1) 会長及び副会長の選出について 

 (2) 総合計画策定要領について 

 (3) 総合計画策定スケジュールについて 

 (4) 大多喜町まちづくりアンケート（案）について 

8月～11月 

住民意識調査 

一般町民：配付 1,800件・回収件数 761件 

中学生・高校生等：配付 437件・回収件数 186件 

職員意識調査 

 ＷＥＢ調査：回収件数125件 

転入・転出者調査（令和5年7月～令和6年6月分） 

 窓口での記入：回収件数 転入者22件 転出者21件 

都市住民意識調査 

 ネットよりのリサーチ：対象者20～59歳 

 東京23区・横浜市・川崎市：回収件数206件 

 千葉県内の都市部：回収件数206件 

 大多喜町の近隣自治体：回収件数206件 

10月3日 

～10月10日 

住民公聴会 

総元地区：10月3日 大多喜地区：10月5日 上瀑地区：10月6日 

老川地区：10月8日 西畑地区：10月10日  

10月7日 

～10月18日 

団体懇話会 

子育て家庭：10月7日 商業関係団体：10月9日  

教育関係団体：10月15日 観光関係団体：10月17日 

農林業関係団体：10月18日 

12月11日 

第1回大多喜町第4次総合計画策定委員会 

(1) 大多喜町第4次総合計画策定要領について 

(2) 大多喜町第4次総合計画策定スケジュール案について 

(3) 町民アンケート調査等の報告について 

(4) 大多喜町第4次総合計画策定委員会専門部会の設置について 
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＜ 令和7年 ＞ 

日 付 内 容 

1月22日 

第1回大多喜町第4次総合計画策定専門部会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画策定要領について 

(2) 大多喜町第4次総合計画策定スケジュールについて 

(3) 町民アンケート調査等の報告について 

2月20日 

第2回大多喜町総合開発審議会 

(1) 大多喜町第4次総合計画策定要領（改定版）について 

(2) 大多喜町第4次総合計画策定スケジュール（改訂版）について 

(3) 町民アンケート調査等の報告について 

3月19日 
第2回大多喜町第4次総合計画策定専門部会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（素案）について 

4月3日 
第2回大多喜町第4次総合計画策定委員会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（素案）について 

4月23日 
第3回大多喜町総合開発審議会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）について 

4月 議員意見の聴取 

5月 
第3回大多喜町第4次総合計画策定専門部会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）について 

5月30日 
第3回大多喜町第4次総合計画策定委員会 

(1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）について 

6月11日 

 ～7月10日 
パブリックコメントの実施（大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）） 

6月23日 

 ～6月25日 

第4回大多喜町第4次総合計画策定専門部会 

 (1) 大多喜町第4次総合計画 前期基本計画（素案）について 

7月1日 

 ～7月3日 

第4回大多喜町第4次総合計画策定委員会 

(1) 大多喜町第4次総合計画 前期基本計画（素案）について 

7月25日 
議会議員全員協議会において大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）につい

て説明 

7月29日 

第4回大多喜町総合開発審議会 

(1) パブリックコメント及び議会議員全員協議会での意見について 

(2) 大多喜町第4次総合計画 基本構想（案）について 

8月6日 

第5回大多喜町総合開発審議会 

(1) 大多喜町第4次総合計画 基本構想に係る答申（案）について 

(2) 大多喜町第4次総合計画 前期基本計画（素案）について 

9月 大多喜町第4次総合計画 基本構想を議会で議決 
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日 付 内 容 

9月17日 
第5回大多喜町第4次総合計画策定委員会 

(1) 大多喜町第４次総合計画 前期基本計画（案）について 

9月24日 

 ～10月23日 
パブリックコメントの実施（大多喜町第4次総合計画 前期基本計画（案）） 

10月8日 
第6回大多喜町総合開発審議会 

(1) 大多喜町第4次総合計画 前期基本計画（素案）について 

10月22日 
議会議員全員協議会において大多喜町第4次総合計画 前期基本計画(案)に

ついて説明 

11月7日 

第7回大多喜町総合開発審議会 

(1) パブリックコメント及び議会議員全員協議会での意見について 

(2) 大多喜町第４次総合計画 前期基本計画に係る答申（案）について 

12月 大多喜町第４次総合計画 前期基本計画を議会で議決 

 

 

＜ 令和8年 ＞ 

日 付 内 容 

3月 大多喜町第4次総合計画 前期基本計画 第1次実施計画策定 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


